
氏
宅

を
充

て
た
が
、
業
務

は
澄
江
寺

の

}
角
を
借

り
受
け
、
清
原
月
潭
師

が
専
務

理
事

と
な
り
、
出
資

口
数

一
五
七

口
、

一
口

一
五
円
、
内
払
込
出

資
金

七
八
五
円
、
次

の
役
員

で
信
用
事
業
と
購
買
事
業
を
開
始
し
た
。

組
合
長
理
事

専

務

理
事

〃 〃 世 〃 〃 監 〃 理

 

〃

事事

話

人

佐 水 鈴 小 遠 水 鈴 仲 佐 清 小

藤 戸 木 林 藤 戸 木 畠 藤 原 針

静

雄

月

潭

吉
太
郎

馬

次

虎
次
郎

捨

吉

重
太
郎

馬
之
助

常

蔵

角

蔵

留
四
郎

(
三
三
八
、

三
三
九
)

こ

の
当
時

の
組
合

に
は
期
限
が
あ

っ
て

一
五
ケ
年

で
あ

っ
た
。
そ

の
た

め
昭
和

二
年
総
会
が
開

か
れ
継
続
す

る
こ
と
が
決
議
さ
れ
、

こ
の
年

か
ら

新
加

入
が
認

め
ら
れ
、
本
村

八
三
人
、
根
宿

四
五
人
、
鍋
内

一
五
人
、
平

鉢

一
〇
人
、
原
宿

一
四
人
、
寺
内

二
二
人
、
長
峯

八
人
、
松
倉

一
二
人
、

大
畑

一
四
人
が
加
わ
る
。
昭
和

一
一
年

に
は
倉
庫
が
建

ち
翌

}
二
年

に
は

事
務
所
も
新
設
さ
れ
た
。

三
神
村

で
は
、
大
正

二

年

三

月

「
無
限
責
任

三
神
信
用
購
買
販
売
組

合
」
が
発
足
し
た
が
、
し
ば

ら
く
し

て
自
然
休
業
状
態
と
な
り
、
昭
和

一

一
年

三
月

「
三
神
信
用
販
売
購
買
利
用
組
合
と
し
て
再
発
足
し
て

い
る
。

大
和
久

で
は
大
正

二
年
に
は
ま
だ
設
立
さ
れ
ず
、
矢

吹
町
で
設
立
資

金

の
た
め
の
施
策

を
講

じ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
(
三
四
〇
)

矢
吹

は
、

三
神
、
中
畑

に
お
く
れ

て
、
大
正

八
年

六
月
に
設

立
許

可
を

得

「
有
限
責
任
矢
吹
信
用
購
買
販
売
組
合
」
が
設
立
さ
れ
た
。
(
三
四

二
)

昭
和

一
一
年
九
月

二
九

日
に
は
県
営
開
墾
地
域

(
中
畑

・
矢
吹

・
川
崎

.
三
神

の
各
村

一
部
地
域
)

に

「
弥
栄
信
用
販
売
購
買
利
用
組
合
」
が
設

置
さ
れ
、
中
畑
字
稲
荷
釜

に
事
務
所
を
置

い
た
。

こ
れ

は
昭
和

一
八
年

一

一
月
中
畑
信
用
購
買
組
合

に
合
併
さ
れ
る
ま
で
続
く
。

昭
和

「
八
年

三
月

「
農
業
団
体
法
」

が
公
布
さ
れ
産
業

組
合
、

農
会
、

養
蚕
組
合
、
畜

産
組
合
、
茶
業

組
合
な
ど
が
、

国
策

と
し
て
統

合
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、

中
畑
は
昭
和

一
九
年

四
月
六
日
、

出
資

口
数

一
、

五
〇

九

口
、

一
口

一
五
円
、
内
払
込
済

出
資
金

一
九
、

七
七
四
円

二
五
銭
、
組
合

長
小
針
静

雄
で
中
畑
農
業
会
と

し
て
出
発
す

る
。

ま
た
三
神

は
同
年

四
月

二
〇

日
に
組
織
替

さ
れ
て

い
る
。
矢
吹
も

こ
の
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

農
業
会

は
戦
後

「
農
業
協
同
組
合
法
」

(昭
和

二
二
年

一
一
月

一
九

日
)

公
布
さ

れ
る
ま
で
続
き
、

そ
の
後
、
農
業
協
同
組
合

に
発
展

改

組

さ

れ

る
。

5

馬

産

・
そ

の
他

三
五
二

〔明
治
二
年
矢
吹
宿
当
方
駒
改
め
〕

(表
紙
)

「

明
治

二
年

当
蔵
駒
御
改
書
上
帳

巳
八
月

九
日

石
川
郡矢

吹
宿

L
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同 同 同 同 黒 栗 鹿鹿

毛 毛 毛 毛 毛 毛 毛

一 一 一 一 一 一 一 覚

疋 疋 疋 疋 疋 疋 疋

黒 同 同 同 青
〆 鹿

毛 毛 毛 毛 毛

疋 疋 疋 疋 疋

 

十

二
疋

矢
吹
新
田
分

源 直 惣 亀 専 文 金右
_

衛 二
七 門 吉 吉 吉 吉 郎

 

儀
右
衛
門

千

代

吉

弥

市

郎

長

作

与

吉

右
者
此
度
就
御
改
前
書
之
通
取
調
差
上
申
候
処
相
違
無
御
座
候

以
上

白
川
県
御
役
所

矢
吹
宿

組
頭

喜
左
衛
門

〃

卯
左
衛
門

庄
屋

勘

十

郎

〃

嘉

助

〔本
町

熊
田
俊

一
家
文
書
〕

三
五
三

〔明
治
二
二
年
福
島
県
産
馬
会
社
西
白
河
支
社
規
則
〕

御
認
可
願

福
島
県
産
馬
会
社
規
則
第
四
条
二
拠
リ
当
区
域
支
社
規
則
別
冊
之
通
リ
制
定

致
候
間
御
認
可
被
成
下
度
此
段
奉
願
候
也

福
島
県
第
二
区
白
河
支
社

創
立
員
会
議
長

根

水

忠

一
郎
㊥

明
治
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日

同
産
馬
会
社事

務
員

影

山

正

博
㊥

福
島
県
西
白
河
郡
元
町
村
戸
長
惣
代

元
福
島
県
西
白
河
郡
白
河
町
戸
長

正

田

文
左
衛
門
㊥

福
島
県
知
事山

田

信

道
殿

農
甲
第
三
六
五
七
号

福
島
県
産
馬
会
社
第
二
区
白
河
支
社

創
立
委
員
会
議
長

根

本

忠
一
郎

明
治
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日
願

福
島
県
産
馬
会
社
白
河
支
社
々
則
認
可

之
件
追
テ
一
般
ノ
会
社
条
例
制
定
相
成
迄
結
社
相
対
約
束

二
任
ス

明
治
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

山

田

信

道
團
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福
島

県
産

馬
会
社
西
白
河
支

社
規
則

第

一
章

総

則

一

条

当
支
社

ハ
福
島
県
産

馬
会

社
西
白

河
支
社

ト
称

シ
西
白
河
郡

白

河
町

二
設
置

ス

ニ

条

当
支
社

ハ
本
社
規
則

ノ
権
限
内

二
於

テ
区

域
内
産

馬

二
関

ス

ル

一
切

ノ
事
務

ヲ
処
理

ス

第

二
章

牡
牝

馬
貸
付

三

条

種
牡

馬

ハ
良
好

ノ
種
族

ヲ
択
デ
之

レ
ヲ
買

入
艶
馬

予
備
金

ト

シ
テ
原
価

ノ
三
割

ヲ
即
納

セ
シ

メ
結

社
年
限
中
貸
付

ス

ヘ
シ
故

二
区
域
内

部
落

二
於

テ

ハ
予
メ
種
馬

組
合

ヲ
定

メ
支
社

二
届
置

ク

ヘ
シ

但

シ
貸
付

セ
シ
年

ヨ
リ
五
ケ
年
間

二
生
産
馬

ナ
キ

ト
キ

ハ
之

レ
ヲ
引

上
ケ
代
馬

ヲ
貸
付

ス

ヘ
シ

四

条

牝

馬

ハ
飼
養
篤
志
者

ヲ
撰

ヒ
発
馬

予
備
金

ト
シ
原
価

三
割

ヲ

即
納

セ
シ
メ
無
代
価

ニ
テ
貸
付
該
馬

ヨ
リ
生
産

シ
タ
ル
馬
頭

ノ

羅
売
代
金

ノ
半
額

ヲ
社
納

セ
シ
ム

ヘ
シ
最

モ
原
価
全
納

二
至

ラ

バ
其
飼
善
汎主

二
附
与

ス
ベ

シ

但
貸
付

ケ
タ
ル
年

ヨ
リ

三
年
間

二
生
産

ナ
キ

モ
及

ヒ
満
期

ノ

節

ハ
該
馬

ヲ
引
揚

ケ
尤

モ
原
価

ヨ
リ
超
過

ス
レ

ハ
其
半

額

ヲ

手
当

ト
シ
テ
与

フ

ヘ
シ

五

条

貸
付

ノ
牡
牝
馬

ハ
毎
年
春
秋

二
期

監
査

ヲ
遂
ケ
飼
養
其
宜

シ

第

六

第

七

第

八

第

九

第

十

第

十

一

キ
ヲ
得

サ
ル
カ
又

ハ
不
都
合

ノ
処
置

ア
ル
ト
キ

ハ
臨
時
之

レ
ヲ

引

上
ル

コ
ト
ア

ル
ヘ
シ

条

種
馬

ハ
元
価

二
十
五
円
以
上

三
十
円
以
下

ノ
ニ
歳
牡
牝
馬

ヲ

買

入
貸
付

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

条

種
馬
貸
付
法

ハ
当

一
期
中
各
種
馬
組
合
仕
法
金
上

リ
高

ヲ
標

準

ト
シ
テ
割
合
貸
付

ル
モ
ノ
ト
ス

条

貸
付

ノ
牡
牝
馬

ハ
妄

リ

ニ
返
付

ス
ル
ヲ
許

サ
ス
ト
難

モ
若

シ

種
馬

二
適

セ
サ
ル
カ
或

ハ
其
他
事
実
止

ム
ヲ
得

サ
ル
場
合

二
於

テ

ハ
審
査

ノ
上
之

レ
ヲ
許

ス

コ
ト
ア
ル

ヘ
シ

但
本
条

ノ
場
合

二
於

テ
借
用
中
飼
養
其
宜

シ
キ

ヲ
得

タ
ル
モ

ノ

ニ
ハ
評
価
額
原
価

ヨ
リ
超
過

ス
ル
ト
キ

ハ
該
返
金

ノ
半
額

ヲ
手
当

ト
シ
テ
借
主

二
与

フ

ヘ
シ

第

三
章

交

尾

条

交
尾

ノ
時
節

二
至
リ
交
尾
場

ヲ
設

ケ
其
組
内

二
於
テ
交
尾

セ

シ
ム
ル
モ
ノ
ト

ス

条

交

尾
法

ヲ
分
チ
テ

ニ
種
ト
ナ

シ

一
ハ
支

社
畜
養

ノ
種

馬

ヲ
派

出

シ

一
ハ
貸
付

ノ
種
馬

ヲ
シ
テ
其

組
内

二
於
テ
適

宜
交

尾

セ
シ

ム
ル
モ
ノ
ト

ス

条

派
出

馬

ハ
最

モ
良
好

ナ

ル
モ

ノ
ヲ
撰

ミ
之

レ

ニ
充

ツ

ル
ヲ
以

テ
其
交

尾

セ
シ

ム
ヘ
キ
牝

馬

ハ
支
社

二
於

テ
予

メ
之

レ
ヲ
査
定

シ
交
尾
鑑
札

ヲ
付
テ

シ
置

ク

ヘ
シ
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第

十

二

条

派
出
馬

二
交
尾

セ
シ
メ
タ
ル
者

ハ
其
生
産
馬
児
仕
法
金

ノ
外

左

ノ
割
合

二
拠
リ
報
徳
金

ヲ
納

メ
シ
ム

但
羅
代
金
十
円
未
満

ノ
モ
ノ

ハ
之

レ
ヲ
免
除

ス

一
耀
代
金
五
十
円
以
上

一
割

一
同
代
金
五
十
円
未
満

五
割

第

十
三

条

社
畜
種
馬
交

尾

二
関

ス
ル
諸
細
則

ハ
支

社
長
之

レ
ヲ
定

ム
ル

モ
ノ
ト

ス

第

四
章

擢

庭
馬
市

及
仕
法
金

第

十
四

条

耀
庭

二
牽
出

シ
タ
ル
ニ
歳
牡
牝
馬

ハ
其
羅
直

二
売
渡

ス
ト
否

ト

ヲ
問

ハ
ス
総

テ
仕
法
金

一
割

ヲ
徴
収

ス

ル
モ
ノ
ト
ス

但
擢
売
代
金

二
円

五
十
銭
未
満

ハ
仕
法
金

ヲ
免
除

ス

第

十

五

条

羅
庭
及
馬
市

二
関

ス
ル
規
程

ハ
別

二
之

レ
ヲ
定

ム

第

十

六

条

馬
匹

ノ
販
路

ヲ
広

メ
ソ
カ
為

メ
牡
牝
五
調
馬

ハ
市
日
中
売
買

二
係

ル
分

ハ

一
頭

二
付
金

四
銭

ヲ
徴
収

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

第

五
章

役

員

第

十
七

条

支
社

ニ
ハ
支
社
長
取
締

各

一
名

ヲ
置
キ

一
切

ノ
事
務

ヲ
整

理

セ
シ
ム

ヘ
シ

第

十
八

条

支

社
長

ハ
社
務

ヲ
綜

理
シ
取
締

ハ
出
納

ヲ
兼
子
庶
務

ヲ
掌

理

ス

第

十
九

条

支
社
長
取
締

ハ
支
社
区
域
内
株
牧
主
惣
代
人

二
於

テ
区
域
内

ヨ
リ
之

レ
ヲ
公
選

シ
本
社
長

ヲ
経
由

シ
テ
県
庁

ノ
認
可

ヲ
受

ク

ヘ
シ

第

二
十

条

支
社

長

ハ
常

二
取
締

以
下

ノ
諸
役
員

ヲ
監
督
指
揮

シ
テ
支
社

全
体

ノ
責

二
任

ス
ヘ
シ

第

二
十

一
条

取
締

ハ
支
社
長

ヲ
助

ケ
支
社
長
事
故

ア
ル
ト
キ

ハ
其
代
理

ヲ

成

ス

コ
ト
ヲ
得

第

二
十

二
条

支
社
区
域
内

二
畜
産
係

一
名
誘
導
係

四
名

ヲ
置
キ
産
馬

ノ
実

聯釆
ヲ
監
督
}誘
道
V
セ
シ
ム

ヘ
シ

但
其
受
持
区
域

ハ
支
社

ノ
議
決

二
依

リ
之

レ
ヲ
定

メ
其
撰
定

法

ハ
支
社
長

ノ
見
込

二
任

ス

第

二
十

三
条

将
来
産
馬
蕃
殖
事
務
繁
忙

ノ
節

ハ
支
社

ノ
議
決

二
依
リ
畜
産

係
誘
導
係

ヲ
増
員

ス
ル

コ
ト

ヲ
得

第

二
十
四
条

畜
産
係
及
誘
導
係

ハ
支
社
長

ノ
推
薦

一一
ヨ
リ
株

牧
主
惣
代
人

之

レ
ヲ
撰
定

ス

第

二
十
五
条

畜
産

係

ハ
支

社
長
取
締

ノ
指
揮

二
遵

ヒ
左

ノ
事

項
ヲ
担
任

シ

其
都
度
支

社
届

出

ヘ
シ

一
羅
庭

二
牽
出

ス
ヘ
キ
牡
牝
馬

ノ
数
及
其
毛
疵

ノ
有
無

ヲ
調
査

ス

ル
コ
ト

ニ
孕
馬
及
生
産
馬
検
査

ノ

コ
ト

但
生
産
馬

ハ
詳
細

ノ
血
統
及
来
歴

ヲ
付
記

ス

ヘ
シ

三
貸
付
牡
牝
艶

監
査

ノ

コ
ト

四

四
区
域
内
馬
籍
統
計
整
理

ノ

コ
ト

7



五
貸
付
牡

牝
馬
調
査

ノ
コ
ト

第

二
十

六
条

誘
導
係

ハ
支
社
員

ノ
指
揮

ヲ
受

ケ
産
馬

ノ
繁
殖
改
良

ヲ
誘
導

シ
耀
庭

二
於

テ
専

ラ
其
売
買

ノ
紹
介

周
旋

ヲ
為

シ
以

テ
販
路

ヲ

広

ム
ル

コ
ト
ヲ
勉

ム

ヘ
シ

第

二
十
七
条

支
社
区
域
内
各
村

二
産
馬
惣
代
人

一
名

ヲ
置
キ
左

ノ
事
項

ヲ

掌

ラ
シ
ム

但
土

地

ノ
実

況

ニ
ヨ
リ
数
村

ヲ
合

セ
テ

一
名

ヲ
置

ク

モ
妨

ケ

ナ

シ

一
毎
村
馬
籍
帳

ヲ
製

シ
置
キ
異
動

ア
ル
毎

二
加
除
訂
正

シ
毎
年

統
計

ヲ
受
持
畜
産
係

ヲ
差
出

ス

コ
ト

ニ
支
社

ヨ
リ
諸
通
達

ヲ
其
村
内

二
報
告

ス
ル

コ
ト

三
其
村

生
産
馬

ノ
毛
疵
検

査

二
立
合

且
ツ
其
村
羅

日
割

ノ
当

日

羅
庭

二
立
会

フ
コ
ト

四
支
社
区
域
内

二
於
テ
孕
馬
及
児
付
馬

ノ
売
買

ア
ル
ト
キ

ハ
其

馬
籍
送
受

ノ
手
続

ヲ
為

シ
畜
産
係

二
報
告

ス
ル

コ
ト

五
羅
売

馬
代
金

ヲ
支
社

ヨ
リ
受
取

リ
馬

主

二
分
配

ス
ル

コ
ト

第

二
十
八
条

前

条
各
村
産

馬
惣
代

人

ハ
各
区

一二

名
ヲ
撰
挙

シ
其
手
当

ハ

社
費

ヨ
リ
支
給

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

第

六
章

株
牧
主
惣
代

人

第

二
十
九
条

支
社
区
域
内
株
牧
主

ノ
代

理
ト

シ
テ
各
町
村

二
株
牧

主
惣
代

人

一
名

ヲ
置
キ
特

二
西
郷
村

二
二
名

ヲ
置
ク

但
撰
挙

ノ
方
法

ハ
其

町
村

ノ
適

宜
タ

ル
ヘ
シ

捌

第

三
十

条

株
牧
主
惣
代
人

ノ
任
期

ハ
四

ケ
年

ト
シ
ニ
ケ
年
毎

二
其
半
数

ヲ
改
選

シ
満
…期
再

撰
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

但
初
度

ノ
改

撰

ハ
特

二
任
期

ノ
半

ハ
ニ
於

テ
抽
籔

ヲ
以
テ
其

退
任
者

ヲ
定

ム

ヘ
シ

第

七
章

会

議

第

三
十

一
条

支
社
会
議

ハ
各

町
村
株
牧

主
惣
代

人
ヲ
以

テ
之

二
充

ツ

第

三
十
二
条

支

社
会

ハ
支

社

ノ
費

用
ヲ
以
テ
支
弁

ス
ヘ
キ
事
件

及
其

経
費

ノ
予
篁
一等
総

テ
支
社

二
関

ス
ル

一
切

ノ
事
件

ヲ
議
定

ス
ル
者
ト

ス

第

三
十

三
条

支
社
会

ハ
通
常
臨
時

ノ
ニ
種

ト
ナ
シ
通
常
会

ハ
毎
年

三
月
之

ヲ
開

キ
其
年
度
中
施
行

ス

ヘ
キ
事
件
及
其
経
費

ノ
予
算

ヲ
議

シ

臨
時
会

ハ
臨

時
会
議
ヲ
要

ス
ル
場
合

二
於
テ
之

ヲ
開

ク

モ
ノ
ト

ス
但
通
常
会

ハ
五
日
以
内
臨
時
会

ハ
ニ
日
以
内
ト

ス
時
機

二
依

リ
日
数

ヲ
伸
縮

ス
ル

コ
ト

ア
ル

ヘ
シ

第

三
十

四
条

支
社
会

ハ
支
社
長
之

ヲ
開

ク

ヘ
シ

但
議
員

三
分

ノ
ニ
以
上

ノ
同
意

ヲ
以
テ
請
求

ア
ル
ト
キ

ハ
臨

時
開
会

ス
ル
ヲ
得

第

三
十
五
条

支
社
会

議

ノ
議
長

ハ
議

員
中

ヨ
リ
互
撰

ス
ヘ
シ

第

三
十
六
条

支
社
会
議

ハ
議
長
半
数

以
上
出
席

ス
ル

ニ
ア
ラ
ザ

レ

ハ
之

ヲ
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開

ク

コ
ト

ヲ
得

ス

第

三
十
七
条

支
社
会

ノ
議
事

ハ
出
席

員
過
半
数

ノ
同
意

ヲ
以
テ
決

ス
可
否

同
数
ナ

ル
ト
キ

ハ
議
長
之

ヲ
法

ス
ヘ
シ

第

三
十
八
条

支
社

会

ノ
議
案

ハ
支
社

長
之

ヲ
発

ス

ヘ
シ

但
開
会

中
建
議

二
係

ル
モ
ノ

ハ
此
限

ニ
ア
ラ
ス

第

三
十
九
条

議
員
中

互
撰

ヲ
以
テ
常
議
員

三
名

ヲ
置

キ
臨
時
急
施

ヲ
以

テ

要

ス
ル
事
件
及
金

五
十
円
以
下

ニ
テ
支
弁

シ
得

ヘ
キ
事
件

ハ
議

決

セ
シ
ム

ヘ
シ

但
決
議

ノ
事
件

ハ
次
会

二
於
テ
之

ヲ
報
告

ス

ヘ
シ

第

四
十

条

常
議
員

ハ
平
素
支
社
役
員

ノ
行
為

ヲ
監
督

シ
若

シ
不
都

合

ノ

処
置

ア
ル
ト
キ

ハ
臨
時
支
社
会
議

ヲ
開
キ
其
処
分
法
ヲ
議

決

ス

ル
モ
ノ
ト
ス

但

本
条

ノ
場
合

二
於
テ
第

二
十

八
条
第

三
十

二
条
ノ
例

二
依

ラ

ス
臨
機

ノ
処
置

ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
得

第

四
十

一
条

諸
事
細
則

ハ
別

二
之

レ
ヲ
定

ム

ヘ
シ

第

四
十

二
条

支
社
会
議
員

ニ
ハ
開
会

二
際

シ
旅
費
日
当

ヲ
給

ス

ヘ
シ

但
其
額
及
支
給
法

ハ
会
議

二
於
テ
之

ヲ
定

ム

第
八
章

経

済

第

四
十
三
条

支
社
内

二
要

ス
ル
費
用

ハ
本
社
規
則
第

四
十
四
条

二
拠

リ
区

域
内

ヨ
リ
収

入
ス
ル
仕
法
金

ノ
七
分
及
種
馬
購

入
補
充
費
七
厘

ヲ
以

テ
之

レ

ニ
充

ツ

第

四
十
四
条

通
常

会
社
費

ハ
前

条
七
分

七
厘

ノ
六
分
ヲ
程
度

ト
シ
其
残
額

四
分

ヲ
種
牡
購

入
ノ
資
金
及
其
他

ノ
改
良

ト
ナ
シ
其
精
算

ハ
翌

化
ー度

ノ
通
堂
…
二
於
テ
報
比
ロ
ス

ヘ
シ

但
会
計
年
度

ハ
暦
年
度

二
従

フ
モ
ノ
ト
ス

第

四
十

五
条

支
社
内

一
切

ノ
雑
収

入
金

ハ
種
馬
購

入
及
改
良
費

二
組

入
ル

ヘ
シ

纂
九
章

諸

給

料

第

四
十

六
条

支
社
役
員
及
畜
産
係
以
下

ノ
給
料
旅
費
日
当
支
給
額

ハ
別
表

ノ
通
リ
之

ヲ
定

ム

支
社
役
員
及
畜
産
係
給
料
旅
費
日
当
表

.
役
名

一
年

給

県
外

日
当

支
社
長

取

締

畜
産
係

誘
導
係

七
+
二
円

李

円

二
+
四
円

二
円

八
+
銭同

李
銭

県
内

日
当

十 三 六
コニ 　ト 　ト

銭 銭 同 銭

車

馬

賃

同 同 同 厘
ニ　ニ ニぼ 　

銭 銭 銭

汽

車

賃

一厘
二
銭

同
同

一銭
五
厘

第

四
十

七
条

前
条
給
料
渡
方

ハ
官
給
支
給

二
微

ヒ
旅
費
日
当
支
給
方

ハ
内

国
旅
費
規
則

二
従

フ

ヘ
シ

第
四
十
八
条

誘
導
係

ハ
旅

行
滞
在

ノ
別

ナ
ク
執
務

ノ
日

ハ
総
テ
日
当

ヲ
給

ス
ヘ
シ

第

四
十
九
条

産

馬
惣
代

人
羅
庭

立
合
等

ノ
節

ハ
日
当

ヲ
給

ス

ヘ
シ
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第

十
章

雑

則

第

五
十

条

事
務
多

忙

ニ
シ
テ
差
支

ア

ル
ノ
場
合

二
於

テ

ハ
臨
時
雇
生

ヲ

使
用

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ヘ
シ

第

五
十

一
条

支
社
事
務
実
行

二
関

ス
ル
諸
規
則

ハ
常
議
員

ノ
決
議

ヲ
経
テ

支
社

長
之

レ
ヲ
定

ム

ヘ
シ

第

五
十
二
条

支

社
ノ
権

利
及
義
務

二
関

ス
ル
重
要

ノ
文
書

ニ
ハ
必

ス
支
社

ノ
印
章

ヲ
捺
シ
且
支

社
長

ノ
姓

名
ア

ル
役
印

ヲ
用

ユ
ヘ
シ

第
五
十

三
条

支
社
区
域
内

ニ
ア
ル
者

ハ
其
孕

馬
又

ハ
児

付
馬

ヲ
区
域
外

二

売
却

ス
ル
ヲ
許
サ

ス
若

シ
違

フ
モ
ノ

ハ
過
料
ト

シ
テ
其
売

却
代

金

ノ

↓
割

ヲ
差
出

サ
シ
ム

ヘ
シ

但
事
実
止

ヲ
得

ス
区
域
外

二
売
却

セ
ソ
ト
欲

ス
ル
ト
キ

ハ
支

社
長

ノ
許
可

ヲ
受

ク

ヘ
シ

第

五
十
四
条

支
社
区

域
内

二
産
出

ス
ル
馬
児

ニ
シ
テ
羅
未
済

ノ
モ
ノ

ハ
私

二
之

ヲ
売
却

ス
ル
ヲ
許
サ

ス
若

シ
違

フ
モ
ノ

ハ
過
怠
料
前

条

二

同

シ

第

五
十

五
条

支
社
区
域
内

二
在

テ
前

二
条

ノ
外
此
規
則

二
違
背

ス
ル
モ
ノ

ハ
其
情
況

二
依

リ

一
円
以
上

二
円
以
下

ノ
過
怠
料

ヲ
差
出

サ
シ

ヘ
シ

第

五
十
六
条

支
社
役

員

ニ
シ
テ
此
規
則

二
違
背

シ
又

ハ
不
正
所
為

ア
ル
ト

キ

ハ
其
為

二
生

シ
タ

ル
損
害

ヲ
償

ハ
シ
メ
五
円
以
上
十
円

以
下

ノ
過
怠
料

ヲ
差

出
サ

シ
メ
且
退
役

セ
シ

ヘ
シ

第
五
十
七
条

貸
付
種
牡
馬

ヲ
発
馬

ト
偽
リ
或

ハ
密
売
交
換
等
為

シ
タ
ル
モ

ノ

ハ
貸
付
馬

ノ
原
価

ヲ
償
却

セ
シ
メ
尚
過
怠
料
金

ト
シ
テ
五
円

以
上
二
十
円
以
下

ヲ
差
出

サ
シ
ム

ヘ
シ

第

五
十
八
条

規
則
違

背

二
係

ル
モ
ノ
ハ
支

社
長
之

ヲ
専

決

シ
テ
本
社

二
報

告

ス

ヘ
シ
其
取

締
以
上

二
係

ル
モ
ノ

ハ
本
社
長

二
申
告

シ
テ
其

指
揮

ヲ
受

ク

ヘ
シ

第

五
十
九
条

此
規
則

ハ
妄

リ

ニ
変
更

ス
ル

コ
ト
ヲ
許

サ
ス
若

シ
事
実
止

ヲ

得

ス
変
更

セ

ン
ト
欲

ス
ル
ト
キ

ハ
支
社
会
議
…ノ
決
議

ヲ
採

リ
本

社

長
ヲ
経
由

シ
テ
県
庁

ノ
認
可

ヲ
受

ク

ヘ
シ

第

一

第

二

第

三

耀
庭
細
則

条

魍
胆庭

ヲ
開
設

ス
ル
ト
キ

ハ
其
蹄椎
庭
組
A
ロ
ノ
匝
剛数

ヲ
調
査

シ
羅

日
割

ヲ
定

メ
本
社

ノ
稟
議

ヲ
経

テ
執
行

ス
ル

コ
ト

条

羅

日
割

ハ
予
定

ノ
上
二
歳
馬

主

へ
報
告

ス

ル
ヲ
以

テ
各
馬
主

ハ
遅
日
ナ
ク
牽

出
テ
羅
庭
事
務

所

へ
届
出

ッ

ヘ
シ

条

二
歳
馬

ノ
内
羅
期

二
際

シ
疾
病

ニ
テ
牽
出

シ
難
キ
ト
キ

ハ
其

病
体

ヲ
記

シ
該
村
総
代
人
連

署

ヲ
以

テ
届
出
テ

シ
ム

但
本
条

ノ
病
馬

ハ
其
次

ノ
羅
期

二
当

リ
平
癒

ス
ル
ト
キ

ハ
該

場

へ
掃
出

ス

ヘ
シ
若

シ
期

二
至
リ
全
癒

セ
サ
ル
ト
キ

ハ
支
社

役
員
評
価
人

ト
共

二
出
張

シ
テ
之

ヲ
評
価

シ
仕
法
金

ヲ
収

入

ス

ル
モ
ノ
ト
ス

782
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第

四

第

五

第

六

条

羅
庭

ハ
毎
年
通
常
会

ノ
終
リ

ニ
於

テ
株
牧
主
惣
代
人

ノ
意

見

ヲ
諮

リ
滴
M宜

ノ
場
所

へ
設
置

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

条

耀
庭

二
於

テ
羅
直
定

マ
レ

ハ
其
都

度
左

ノ
切
符

ヲ
渡

ス
可

シ

故

二
売
買
主

ハ
馬
代
金
納
受

ノ
節
持
参

シ
帳
簿

へ
引

合

ス

ヘ
シ

但
買
主

ハ
馬
代
金

ヲ
即
納

シ
該
馬

ヲ
請
取

ル

ヘ
シ

一

(
割

印
)

記何
郡
何
村

馬
主
誰

第
何
号

ヒ

荷

毛
桝
馬

買
主
何
誰

此
代
金此

仕
法
金

年

月

日
支
社
名
印

第

七

条

羅
直

馬
主
ノ
意

二
適

セ
サ

ル
カ
又

ハ
自
飼

ヲ
望

ミ
主
取

ニ
ス

ル
ト
キ

ハ
前

ノ
切
符

へ
主
取

ト
記
載

シ
馬
主

ヘ
ノ
ミ
渡

ス

ヘ
シ

馬
主

ハ
仕
法
金

ヲ
納

ム
ル
節

該
切
符

ヲ
持
参

シ
テ
請
取

ノ
証
印

ヲ
受
ク

ヘ
シ

条

羅
庭

二
於
テ
売
払

タ

ル
馬
買
主
代
金

ヲ
納

メ
ザ

レ

ハ
該
馬

ヲ

渡

ス
ヲ
許
サ

ス
代
金
此
済

ス
レ

ハ
請
取

証
ト
共

一一左

ノ
小
札

ヲ

渡

ス
売
主

ハ
該
小
札

ト
交
換

シ
テ
現
馬

ヲ
渡

ス

ヘ
シ

(割
頭

第
何
号

何
毛
嬰

回
何
之
誰

第

八

第

九

第

十

条

耀

日
以
前
畜
産
係
検
査

ノ
上
毛
疵
等
巨
細
帳
記

シ
置

キ
羅
庭

二
於
テ
衆

人

二
相

示

シ
売
買

ス
ヘ
シ
尤

モ
疵

所
等
脱
漏

ノ
分
請

渡

ノ
際
発
見

ス
ル
ト
キ

ハ
更

二
羅
直

ス
ル

モ
ノ
ト

ス

条

羅

払
馬
請
取

タ

ル
後

三
日
間

二
隠

病
相
顕

ハ
レ
タ

ル
ト
キ

ハ

馬
代
金

ハ
支
社

へ
取

上
ケ
買

主

へ
戻

シ
牽
着

ケ
入
費
等

馬
主

二

於
テ
弁
償

ス

ヘ
シ
而
後
該
馬

ハ
更

二
評
価

ノ
上
仕
法
金

ヲ
収

入

ス
但

↓
時

ノ
発

病

ハ
此

限

ニ
ア
ラ

ス

条

二
歳

ノ
外

何

馬

一一
限

ラ

ス
羅

庭

ヲ
借

用

シ
売
買

セ

ン
ト

欲

ス

ル

モ

ノ

ア

ル

ト
キ

ハ
之

ヲ
許

ス

コ
ト

ア

ル

ヘ
シ

但

耀

庭

料

ト

シ

テ
馬

一
頭

二
付

金

五
銭

宛

収

ム

ル

モ

ノ

ト

ス

〔中
畑

岡
崎

長
成
家
文
書

「産

馬
会

記
録
」
抜
粋
〕

三
五

四

〔明
治

二
三
年
西
白
河
郡
内
馬
産
状
況
〕

(表
紙
)

「

明
治

二
十
三
年

農

事

調

査

福
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喜
夢
方
五
七

二
日
諭

騨
三
代
松
様

岩
瀬

郡
広
.戸
村

柿
之

内

一
〇

七

二
日
夕
三
日
立

栃

木
県
芳
賀

郡
市
羽
村
石
下

二
五

二
日
夕
三
日

ア
サ
立

栃
木

県
那
須
郡
境
村
下
境

二
、

四
六
七

二
日
夕
九
日

番
頭

ア
リ
酒

一

茨
城
県
東
茨
城
郡
沢
山
村
上
沢
山

二
日
夕
七
日

石
川
郡
蓬

田
村
下
蓬

田

一
九

二
日
夕

同
郡
同
村
永

田

二
日
夕

同
郡
同
村
蓬

田
新

町
二
五

福 小 田 石 山 木

島 磯 崎 崎 口 戸

 

小
原
沢

川

井

熊

谷

久
保
木

星
之
助

六
十
四

元

吉

五
十
八

甫
三
十
二

鶴

士
口

六
十
二

茂
三
郎

四
十
五

忠
一
郎

五
十
二

伝

三
十

一

峯

吉

二
十
三

庄

吉

五
十
五

政

吉

三
十
五

二
日
夕

同
郡

同
村

二
日
夕

田
村
郡
夏
井

村
歴
又
田

二
日
夕

同
郡

上
高
瀬

村

西
白
河
郡
小
野
田
村
大
字

板
倉

二
二
〇

二
日
夕

三
日
立

岩

瀬
郡
鏡

石
村
鏡

田
六

一

二
日
夕

三
日
立

西
白
河
郡
滑
津
村
松
崎

一
五

二
日
夕

栃

木
県
那
須
郡
向

田
村
野
上

二
七

三
日

ヒ
ル

五

日

十

六
銭
玉
子

ニ
ツ

栃

木
県
那
須
郡
向

田
村
向

田
二
三
六
五

三
日

ヒ
ル

同
県
同
郡
同
村

二
五
七
九

三
日
ヒ
ル

九

日

同
郡
荒
川
村

八
ケ
代

三
日
・
ル

吾

奪

綴

蕗

石
川
郡
須
釜
村
北
須
釜
三
八

小 樋 星 小 小 渡 鈴 松 荻 瀬 渡

池 山 野 鹿 針 辺 木 崎 野 谷 辺

久 惣 熊 星 末 重 善 周 仙 吉 金
三 太 太 治
郎 郎 吉 郎 吉 郎 助 次 七 春 蔵

四 四 五 五 五 六 四 六 三 三 三
十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十
六 二 八 三 八 一 五 七 五 七
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三
日

ヒ
ル

七
日
立

岩
瀬
郡
広
戸
村
大
久

田

一
〇
七

三
日
夕

又
泊

ル

茨
城

県
那
河
郡
大
場
村
小
場

二
十
六

三
日
夕

七
日

岩
瀬
郡
長
沼
町
荏

花
七
五

三
口
夕

四
日

ヒ
ル
立

岩
瀬

郡
牧
木
村

上
松
本

六

四
日
夕
右

馬

一
頭

セ
リ
五
日
ア
サ

石
川
郡
中
谷
村

中
谷

四
日
夕

東
白

河
郡
宮
本
村
論

田
十
九

四
日
夕

同
村

松
川

四
日
夕

九
日

同
村

論
田
十
九

四
日
夕

田
村

郡
中
郷
村

大
字
滝

九
六

四
日
夕

七
日

同
郡

同
村

三
八

O

榊

枝

清

次

小

磯

茂
三
郎

同

茂

一

杉

山

丑
之
助

森

岡

源
之
助

三
本
松

栄

小

松

角
之
助

小

平

牛
若
丸

佐

川

庄

蔵

山

崎

藤
四
郎

橋

本

辰
三
郎

四
十
五

四
十
五

二
十
八

五
十
七

六
十
六

四
十

三
十

一

四
十

一

四
十

二

四
日
夕

五

安
積
郡
富

田
村
雨

田
三
七

四
日
夕

九

茨
城
県
西
茨
城
郡
北

山
内
池
大
字
寺
崎

一

七

日
夕

九

一
円
銭

か
し

同
郡
同
村
杉
沢

一

五
日
ヒ
ル

ニ
十

五
銭
酒

一

六
日

二
十

五
銭
酒

一

同
郡
同
村

六
四
六

五
日
ヒ

ル

九

日

岩
瀬
郡
湯
本
村
羽
鳥

百
十

五
日
夕

六

同
郡
鏡
石
村
鏡

田
八
十
九

五
日
夕

六
日

ヒ
ル
立

石
川
郡
蓬

田
村
下
蓬

田

一
七

五
日
夕

七
日

ア
サ

同
郡
同
村

五

一

五
日
夕

六
日

ア
サ

七

日
夕
泊

リ
八
日
立

同
郡
蓬

田
村
北
竜
崎

二

一
五

同
居五

日
夕

小

松

栄

七

四
十
二

鈴

木

宗

八

五
十

一

秋

山

定
治
郎

四
十
八

高

松

角
右
衛
門

三
十
八

菅

谷

又

哉

三
十
三

星

春

一

三
十
三

加

藤

藤
之
助

四
十

一

三
本
松

庄

八

三
十

同

圭

三

二
十
七

舘

庄
太
郎

四
十
三

89

根

本

栄
三
郎

四
十
九
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耶
麻
郡
千
里
村
西
谷

二
五
八

五
日
夕

七
日
立

茨
城
県
新
治

郡
石
岡
町
九
六
九

五
日
夕

同
郡
新
治

村
土

田
四

二

五
日
夕

同
郡
石
岡
町
谷
向
九
百
六

二

五
日
夕

同
郡
黒
川
村
石
川
κ

五
日
夕

同
郡
士
志
摩

村
安
養

一
三

二

五
日
夕

栃

木
県
那
須
郡
荒

川
村
大
里
四

一

六
日
夕

九
日

西
白
河
郡
釜
子
村
釜
子

一
六

↓

六
日
夕

九
日

田
村
郡
小
野
町

六
日
夕

八
日

同
郡
小
塩
江
村
塩

田

六
日
夕

八
日
⊥昆

同
郡
同
村
同
町

二

小

野

長

平

篠

塚

清
治
郎

佐

伯

次
右
衛
門

大

枝

庄

次

服

部

清
太
郎

栗

原

清

作

磯

田

七

郎

市

川

定

次

佐

藤

捨

蔵

山

田

兼

古

五 三 四 五 三 二 四 三
十 十 十 十 十 十 十 十
二 五 二 八 四 四

 

五
十
九

六
日
夕

七
日

西
白
河
郡

五
ケ
村
舟

田

六
日
夕

八
日

栃
木
県

那
須
郡
親

岡
村
親

岡
三
十
二

六
日
夕

八
日
立

西
白
河
郡

小
野
田
板
倉

二
二
〇

六
日
夕

石
川
郡
蓬

田
村
ド
蓬

田
五

一

七
日
夕

八
日
立

安
達
郡
玉

ノ
井
村
間
黒

一
五

七
日
夕

八
日

田
村
郡
大
熊
村
鬼
生

田
五
五

七
日
夕

八
日

七
十
五
銭
七
日
夕
酒

三

五
十
銭
八
日
朝
酒

二

七
十
五
銭
熊
谷
無
宿
江
酒

三

岩
瀬
郡

ス
か
川
町
鍛
治
町
四

一

七
日
夕

石
川
郡
小
塩
江
村
塩

田
二

七
日
夕
八
日

山
梨
県
南
巨
摩
郡
鰍
沢
町

八
百
七
十
四

橋

本

芳

賀

村

上

鈴

木

三
本
松

菅

野

三
本
菅

元

吉

清
之
助

浅

吉

善

助

豊

吉

外

一
名

宇

吉

松
太
郎

山

[H

五

郎

鈴

木

熊
四
郎

五
十

五

907

五
十

八

五
十

二

四
十

一

二
十

四

五
十
五

六
十
三

四
十
三
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七
日
夕

八
日
立

同
県
同
郡
同
町
二
三
九

七
日
夕

八
日
立

栃
木
県
那
須
郡
七
合
村
大
桶
四
〇

合
蓋
藏
廼

同
郡
同
村
同
町
七
五
九

八
日
夕

茨
城
県
西
茨
城
郡
南
川
根
村
安
郷

一
〇
七

九
日
夕

同
郡
宍
戸
村
大
占
山
一
八
六

九
日
夕

南
会
津
郡
田
島
町

宿
料
及
酒
肴
料

十

一
月

十
五
銭
貸
ス

但
シ
四
月
十
二
日
迄
二
日
間

大
正
十

一
年
三
月

栃
木
県
芳
賀
郡
中
川
村
大
字
馬
門
六

二
十
九
日
夕

四
月
四
日
晩
立

茨
城
県
東
茨
城
郡
竹
原
村
字
大
谷
九

二
十
九
日
夕

四
日
ア
サ

同
県
井
治
郡
高
浜
町
東
田
中
八
九
六

斉

藤

後
義
蔵

桜

非

勝

蔵

渋

井

末
治
郎

高

野

金
兵
衛

小

磯

金

弥

庄

司

広

吉

鈴

木

富
三
郎

六
十

六
十

四
十
三

二
十
三

三
十
九

湧

井

末

吉

五
十
四

岩

田

音
次
郎

五
十
八

二
十
九

日
夕

四
日
ア
サ

同
所
九
〇

七

二
十
九

日

四
日
ア
サ

ニ
十
九

日

四
日
ア
サ

同
郡
石
岡
九
六
九

二
十
九
日

四
日

ア
サ

同
郡

三
村

二
、
四
四
〇

二
十
九

日
夕

四
月

二
日
朝
立

同
郡
中
井
村
字
下

田
町
四
〇

三

二
十
九

日

四

日
ア
サ

茨
城
県
猿
島
郡
長
須
村
九
七

二
十
九

日

夕

四
日
ア
サ

栃
木
県
芳
賀
郡
中

川
村
飯

野
八
六
七

二
十
九

日
四
日

ア
サ

茨
城
県
新

治
郡
新
治
村

上
土
田
四

二

二
十
九
日
夕

(
夕
食

ヌ
キ
)

四
日
ア
サ

同
郡
同
村
下
土

田

二
十
九
日
夕

(
半
泊
)
四
日

ア
サ

茨
城
県
東
茨
城
郡
沢
山
村
上
沢
山
四
五
〇

三
十
日

ヒ
ル

四
月
九

日
立

海
老
坪

清

菊

地

平
次
郎

菊

地

義
次
郎

右

子

篠

尿

清
次
郎

武

田

文

蔵

菊

地

野
次
郎

鈴

木

万

七

細

川

富
之
助

佐

伯

次
右
衛
門

中

根

大
三
郎

川

井

己
之
吉

五
十

二
十

六

六
十

二

四
十

三

三
十

三
十
七

91
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同
所
栗
山

「
三
五

三
十
日

ヒ
ル

四
月
九
日

同
県
那
珂
郡
大
場
村
三
好
七
七

三
十
日

ヒ
ル
四
月
九
日

右

同
四
三

三
十
日

ヒ
ル

四
月
九

日

栃
木
県
芳
賀
郡
須
藤
村
大
字
千
本

一
八

三
十

日
ヒ
ル

四
月

三
日
喰
立

茨
城
県
猿
島
郡
長
須
村

一
四
二
四

三
十
日
夕

四
日
ア
サ

同
所

二
九

一

三
十
日
夕

四
日

ア
サ

同
郡
七
重
村
寺
久
七
八
四

三
十
日
夕

四
日

ア
サ

栃

木
県
芳
賀
郡
須
藤
村
坂
井
五
三

三
十
日
夕

三
日
晩
立

同
県
上
都
賀
郡
小
来
川
村

三
十
日
夕

六
日
ア
サ

茨
城
県
新

治
郡
石
岡
町

一
、

八
九
三

三
十
日
夕

四
日

ア
サ

栃

木
県
芳
賀
郡
小

貝
村
竹
内

八

小

林

巳
代
松

茂

垣

丑
之
助

佐

藤

亀

吉

稲

葉

金

治

小

菅

藤

作

藤

井

藤

作

小

島

甚

一
郎

阿
久
津

徳
太
郎

吉

田

甚
四
郎

岡

野

留

吉

七
十
四

四
十

五
十

五
十
二

四

士 十
九

四 四
十 十

三
十
日
夕

四
月

三
日
晩

立

茨
城
県
真
壁
郡
真
壁

町
五
三

三
十

一
日

ヒ
ル

五
日
ヒ
ル
立

同
所三

十

一
日
ヒ
ル

五
日
ヒ
ル
立

栃
木
県
芳
賀
郡
須
藤
村
生
井

三
〇

三
十

「
日
夕

埼
玉
県
大
里
郡
鉢
形
村

一
六

二

三
十

一
日
夕

五
日

ア
サ

埼

玉
県
大
里
郡
花
園
村

二
五
九

三
十

一
日
夕

四
日

ア
サ

埼

玉
県
小
児
郡
北
泉
村
六
〇

三
十

一
日
夕

五
日
立

栃

木
県

那
須
郡

向
田
村

向
田

一
三
六
五

四
日

一
日
夕

茨
城
県

結
城
郡
安

静
村

栗
山
四
四

四
月

一
日
夕

四
日

ヒ
ル

同
所
四
四
ノ

一

四
月

一
日
夕

四
日

ヒ
ル

同
郡
飯
沼
村

馬
場
新

田
六
一一=

四
月

一
日
夕

四
日
ヒ
ル

佐

藤

留

吉

和

田

保
太
郎

右
子
息

和

田

義

一
郎

堀

卯
三
郎

立
馬
買

戸

沢

喜

宇

立
馬
買

酒

井

善
四
郎

立
馬
買

木

村

冨
士
五
郎

平

野

熊

吉

猪

瀬

熊

吉

猪

瀬

市
之
助

持

木

小
四
郎

二 三 四 五 四 四 二 五 三 五 四
十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十
八 一 六 一 八 九 三 二 九 一
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千
葉

県
姉
崎

町

二
九

六
三

四
月

一
日
夕

四
月

三
日
ア
サ
立

広
島

県
名
東

郡
北
井
上
村
三

二

四
月

一
日
夕

四
月
七
日

茨
城
県
真
壁
郡
古
里
村
下
星
谷

一
ご
二

四
月

一
日
夕

五
日
ア
サ

茨
城
県
同
村
字
知
行

四
月

一
日
夕

五
日
ア
サ

石
川
郡
泉

村
小
高

六
五

四
月

二
日

ヒ
ル

四
月
七
日

同
郡
小
平
村
西
山

↓
二
〇

四
月

二
日

ヒ
ル

六
日

ア
サ

同
郡
同
所

一
二
〇

四
月
二
日

ヒ
ル

三
日
ア
サ

同
郡
蓬

田
村

下
蓬

田

一
六

四
月

二
日

ヒ
ル
同
月
九
日

同
郡
小
塩
井
村
小
倉

一
〇

七

四
月

二
日

ヒ
ル
五
日

ア
サ
立

安
積
郡
富

田
村
高

田
三
七

四
月

二
日
夕

栃
木
県
那
須
郡
境
村
下
境

二
四
七

六

藤

田

伝
右
衛
門

佐

野

倉

治

小

島

弥
兵
衛

市

村

鹿
治
郎

佐

藤

喜

蔵

佐
藤
番
頭

坪

井

源

七

右
同二

瓶

岩

吉

右
同根

本

久

蔵

右
同塩

田

安
次
郎

馬
引鈴

木

惣

八

五 二 二 五 四 四 四 四五 五
十 十 十 十 十 十 十 十 十 十
三 七 七 七 九 二 三 五 六

四
月

二
日
夕

小
原
沢

西
白
河
郡
金
山
村
金
山

三
〇

馬
引

四
月
九
日

山

崎

南
会
津
郡

二
川
村
板
松

五
二

農

四
月

二
日
夕

渡

辺

無
断
出

立
宿
料

不
払

三
日
迄
居

タ

ル
其
后

不
明

栃
木
県

那
須
郡
荒

川
村

八
ケ
代

一
四
三

四
月

二
日

三
日
晩

立

小

池

田
村
郡
要

田
村
荒

和
田

一
六
五

馬
引

四
月

二
日
夕

四
日

ア
サ
四
月

六
日

渡

辺

茨
城
県
新
治
郡
関
川
村
石
川

四
月

二
日
夕

同
月
七

日

服

部

石
川
郡
蓬

田
村
下
蓬

田

一
九

大
馬

一
九

四
月

二
日
夕

熊

谷

石
川
郡
中

谷
村

双
里

二
二

馬
引

四
月

二
日
夕

芳

賀

同
郡
蓬

田
村
永

田

熊

谷
馬
引

四
月

二
日
夕

久
保
木

同
村
下
蓬

田

熊
谷
馬
引

四
月

二
日
立

上
遠
野

同
村
永

田

伝

三
十
三

徳

次

五
十

敏

夫

三
十
八

久
三
郎

四
十
五

子
之
吉

四
十
七

猪

松

四
十
五

庄

吉

五
十
五

平

助

六
十

一

正

保

三
十
五

喜
代
治

五
十

一
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四
月

二
日

同
郡

同
村
下
蓬

田

四
月

二
日
夕

三
日
立

田
村

郡
夏
井
村

四
月

二
日
夕

四
月

八
日
立

茨
城
県
東
茨
城
郡
沢

山
村
栗
山

二
二
五

四
月

三
日
夕

同
月
九
日

立

西
白
河
郡
白
河

町
三
十
三
間

一
七

四
月
三
日
夕

四
日
ア
サ

栃
木
県
芳
賀
郡
小
貝
村

田
野

辺
二
七
〇

四
月
二
日
夕

五
日
ア
サ
立

石
川
郡
沢

田
村
沢
井

二
四
六

四
日
ア
サ

東
白

川
郡
字
本
村
九

六

四
日
ヒ

ル

栃
木
県
河
内
郡
豊
岡
村
芹
沢
新

田

一
八
六

四
月

四
日
夕

四
月
七
日
立

石
川
郡
小
塩
井
村
塩

田
六
八

五
日
午
后
発
病
室
居

二
臥
床

五
日
夕

〃〃

熊
谷
馬
引

大

沼

徳
三
郎

熊
谷
馬
引

大
和
田

角
太
郎

小
馬
立

荻

野

仙

蔵

小
林
巳
代
松
馬
引

小

林

鶴

吉

綱
川
馬
引

寺

島

熊
五
郎

鈴

木

大

一

深
谷
馬
引

(保
原
)

青

木

菊
太
郎

大
馬
二
、
小
馬
四

山

崎

嘉
四
郎

伴

金
次
郎

山

田

兼

吉

右
家
族

山

田

富

義

〃

同

チ

ウ

五 四 六 四 四 五 二 五 六 二 三 六
十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十
二 六 六 四 二 六 四 九 三 八 一

〃

栃
木
県
塩
谷
郡
熱

田
村

四
月

六
日
ア
サ

同
県
那
須
郡
雁
野
村

三
島

=

六

四
月

六
日
夕

石
川
郡
小
塩
村
塩

田
三
九

四
月

六
日
夕

七
日

ア
サ

石
川
郡
須
釜
村
南
須
釜

四
月

五
日
夕
同

三
神
村

三
城
目

一
三

四
月
七

日
ヒ
ル

栃
木
県
芳
賀
郡
小
貝
村
羽
仙

六

四
月
七

日
夕

安
積
郡

三
和
村
富
岡

八

四
月
七

日

同
所

一
七

四
月
七

日

安
積
郡
永
盛
村
荒
井

一
〇

四
月

八
日
ヒ
ル

田
村
郡
高
瀬
村
下
行
合

一
六

一

四
月

八
日
夕

同

ツ

ネ

森

角

次

薄

井

健
次
郎

橋

本

元

吉

大
馬
三

榊

枝

清

治

泉

川

佐
代
太

笹

崎

源

司

大
馬

一
、
小
馬
二

伊

藤

勝
次
郎

伊
藤
ノ
連
レ

熊

田

茂

一

小
馬
二

遠

藤

要
之
助

大
馬

一

石

井

市
太
郎

四
十

六

947

六
十

六

三
十

四

五
十

六

四
十

六

六
十

四

四
十

三
十
七

三
十

六

四
十

三

三
十

五
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西
白
河
郡
五

ケ
村
船

田

一
〇
〇

大
馬

一

四
月
八
日
夕

芳

賀

清
之
助

五
十

九

岩
瀬
郡
浜

田
村

前

田
川

一
=

二

馬

ナ
シ

四
月
六
日
夕

矢

吹

嘉

助

四
十

五

石
川
郡
沢

田
村

沢
井

深

谷
番

頭

四
月
八
日
夕

根

本

信

夫

二
十

一

安
積
郡

豊
田
村
川

田

馬

ナ

シ

四
月

八
夕

九

日
立

塚

野

安

吉

三
十
九

同
所

「
五

馬

ナ
シ

四
月

八
日
夕

九

日
立

古

川

久

三
郎

六
十

四

同
所

馬

ナ
シ

四
月

八
日

遠

藤

忠

一

三
十

三

岩
瀬
郡
白
江
村
大
久
保

四
八

馬

ナ
シ

四
月

八
日

小
栗
山

卯
之
助

四
十

四

石
城
郡

三
坂
村
大
字
中

三
坂
字

四
座

六

馬

五

(
草
野
庄

三
郎
連

レ
)

四
月

五
日
夕

馬
商

大

竹

清

次

岩
瀬
郡
牧
本
村
松
本

二

小
馬

「

四
月
九
日
夕

君

島

竹

蔵

四
十

八

石
川
郡
泉
村
川
辺

二
〇

大
馬

「

四
月
九
日
夕

農

佐

藤

馬

吉

三
十

七

栃
木

県
芳
賀

郡
須
藤
村
生
井
九

四
月
九
日
夕

石

川

宗

平

石
川
郡

中
谷
村

大
字
中

田
五
四

四
月

八
日

小

松

留
之
助

〔本
町

熊
田
俊

一
家
文
書
〕

三
五
九

〔大
正

一
一
年
馬
羅
宿
屋
収
支
調
帳
〕

(表
紙
)

「

大
正
十

一
年

四
月

馬

羅

収

支

調

帳

」

大
正
十

一
年
四
月
馬
羅
中

支

出

金
百
四
円

二
十
銭

金
十
九
円
五
十
銭

金

六
十

三
円

金

三
十
六
円
八
十
銭

金

四
円

八
十

一
銭

白
米

一
俵
十
四
円
八
十
八
銭

醤
油

一
斗

六
円
五
十
銭

酒
七
斗

一
斗

九
円

麩

十

一
袋

褒
三
麗
藩

大
麦

十

三
貫
同

一
俵

五 石五
十 十
嵐 井嵐

藤

屋

内仲佐

西藤
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金
八
円
二
十
五
銭

金
九
円
二
十
四
銭

金
二
円
七
十
銭

金
三
円
二
十
銭

金
二
円
二
十
四
銭

一
円
十
銭

金
五
円
四
十
五
銭

金
二
円
七
十
銭

金
二
円
三
十
銭

金
四
十
五
銭

金
四
円
五
十
九
銭

金
二
円
三
十
五
銭

金
二
円

金
二
十
四
銭

金

一
円
也

金
五
十
銭

金

一
円
七
十
五
銭

金
二
円
五
十
銭

金
二
円
三
十
銭

金
三
円
也

大
豆

一
俵

四
斗

六
升
入

正

十
六
貫
目

内

三
斗

四
升
余

リ

茶
菓

子
代

切
煎
餅

一
貫
目

つ
こ

ち
そ

〃

一
貫
目

油

〃

八
百

目

煎

餅

豆
腐

三
箱

二
十

三
丁

油
揚

二
百
九

十
四
ヶ

ガ

ン
モ
ド
キ

ゴ
モ
ク

伊
達
巻

五
本

推
茸

五
十
匁

切
イ

カ
十

袋

海
苔

一

把

五
十
嵐

須
賀
川

松
月
堂

高

桑
関
本

矢
田
部

渡

辺

矢
田
部

関

本

渡

辺

渡

辺

矢
田
部

金

一
円
也

金

一
円
也

金

一
円

二
十
銭

以
上

須
賀
川

金

三
円

四
十
銭

金
三
十
九
円
十
二
銭

金
七
円
五
銭

金
五
円
九
十
銭

金
三
円
四
十
五
銭

金
五
円

金
十
円
九
十
五
銭

金
三
円
七
十
五
銭

金
一
円
二
十
銭

一
円
八
十
銭

金
三
円
八
十
銭

金

一
円
五
十
銭

金
二
円
三
十
銭

金
二
円
也

金
二
円
八
十
銭

金
四
円
五
銭

ウ
ド

水
葉

十

把

長
芋
二
貫

金

一
円

四
十
銭

金

一
円

四
十
銭

大
内
捨
五
郎
商
店

内
樽
代

四
十
銭

落
京

正
二
貫

五
百

須
賀
川

藤
本

や

魚
代

魚
善

払

ブ

チ
塩
鮭
四
本

四
貫
百
五
十
匁

勝
節

三
百
七
十
匁

削
紛
十

五
本

チ
カ
ニ
十

五
連

ナ

メ
タ
四
十
枚

帆

立
貝
五
百
目

伊
達

三
本

カ
ト
イ

ワ
シ
ニ
十

一
尾

魚
代

魚

吉

カ

ラ
カ
イ
半
身

サ
ガ

一
本

魚
代

松
川

二
枚

長

次

亀
t
松
川

一
枚

伊
勢
吉

f
、イ

ナ

メ
タ
片
身

砂
糖

介

796
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亀

金

一
円
五
十
五
銭

金

一
円
三
十
銭

金

一
円
二
十
銭

金

一
円
三
十
銭

金
四
円
五
十
銭

金
三
十
五
円
二
十
銭

金

一
円
八
十
銭

金
二
円
四
十
銭

金
二
円
八
十
二
銭

金
十
六
円

金
五
十
四
銭

金
二
円
十
六
銭

金
二
円
七
十
銭

金
五
十

一
円
二
十
銭

金
五
円

金
五
円
五
十
銭

金
六
円

金
七
円
二
十
銭

金

一
円
也

金
六
円
也

金
十
五
円
二
十
銭

初

雪

一
貫

車

糖

七
百
目

玉
砂
糖

一
貫

延
紙

十
帖

介

石
油

　
本

炭
二
十
二
俵

一
俵
ー

白
酒
四
合

お

矛

さ

お

い

志

お

マ

ッ

大
野

ラ
ク

同
人
賞
与

入

屋

武

小

川
政

ビ

ー
ル
四
本

一
本

六
十

銭

ビ

ー
ル
六
本

一
本

四
十

七
銭

玉
子

四
百
ケ
位

箸

三
十

ウ

ト
ソ

十

二
把

ソ

バ

十

五
把

雇
人
給
料

高

桑

須
賀

川

ヨ
リ

四
打

ノ
内

一
ケ
ー

十

日
分

十

一
日
分

十

二
日
分

十

三
日
分

十
三
日
分

一
日
五
十
銭

〃〃〃

金

一
円

三
十
銭

金

二
円

也

金

「
円
也

金

}
円
也

金

二
十
九
円
三
十
五
銭

金
八
円

二
十
七
銭

金
七
円
八
十
銭

金

↓
円
十
銭

金

十
円

八
銭

金

十
銭

金

一
円

十
五
銭

金

二
十

一
銭

金

六
十
四
銭

金
十

三
円

八
十
銭

金
十
円

二
十
銭

金
十

一
円
也

金

四
十
円

同

人
賞
与

民
報
賞

ス
イ

へ

〃

お
花

へ

蒲

団
損
料

大

一
四
六
枚

五
円
八
十
四
銭

小

八

一
枚

二
円
四
十
三
銭

大

}
五
〇

枚

小

六
〇

枚

大

二
二

大
二
銭

小

二

二

小

二
銭

大
二
五

二
枚

大
、
小
各

三
枚

大

二

二
枚
、
小
九
枚

小
、
小
各

三
枚

大

工

ハ
枚

曲新
六
十
東

一
市
小
二
銭

一二
厘

パ

タ
六
十

五
束
位

藁
十

五
駄

四
月

三
末

川
崎

ヤ

百

松

入

屋

ク

メ

皆

川

矢

田
部

ラ

ク

一
束
十
七
銭

時
価
見
積

↓
駄
八
十
銭

共
他
現
金
買
及
持
分
使
用
等
ノ
概
算

総
計
金

五
百

四
十
九
円

六
十
九
銭
也

其
他
備
品

ト
シ
テ
残

ル
モ
ノ
ノ
支
出

金
十

四
円
也

大

カ
ラ
カ

サ
十
本

書
賃

一
円

ヲ
含

ム

金

一
円

二
十
銭

ブ

ラ
提
灯
新
規

ニ
ツ

797



金
四
十
四
銭

金
八
円
七
十
銭

金
二
円
二
十
五
銭

金

}
円
八
十
銭

金
八
十
銭

金

↓
門
五
十
銭

金
五
十
銭

金
三
十
五
銭

金
五
十

一
銭

金
四
円
五
銭

金
六
十
銭

金
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蛭

円

倉
之
助

〔中
畑

岡
崎
長
成
家
文
書
〕

三
六
七

〔大
正

=
二
年
公
設
矢
吹
繭
市
場
仮
規
程
〕

公
設

矢
吹
繭
市
場
仮
規
程

第

一
章

総

則

第

一

条

当
市
場

ハ
公
設
矢
吹
繭
市
場

ト
称

ス

第

二

第

三

第

四

第

五

第 第

七 六

 

第

八

第

九

第

十

条

当
市

場

ハ
矢
吹

町
字

西
側

四
十
番

地

二
設
置

シ
当
分
矢
吹
町

役

場
内

二
事
務

所

ヲ
置

ク

条

当
市

場

二
用

ユ
ル
印
章
左

ノ
如

シ

】
、
市

場

ノ
印

方

　
寸

四
分

二
、

理
事
長
及
副

理
事
長

ノ
印

方

八
分

一.一、
常
務

理
事

ノ
印

方

八
分

四
、
市
場
割
印

長

サ

一
寸
巾
五
分

条

当
市
場

ハ
左

ノ
事
業

ヲ
営

ム
モ
ノ
ト
ス

↓
、
繭
売
買

ノ
仲

立

二
、
乾
燥
倉
庫
寄
托
及
斡
旋

三
、
建
物

ノ
賃
貸

条

当
市
場

ノ
存
続
期
間

ハ
設
立

ノ
日

ヨ
リ
満

二
十
箇
年

ト
ス

第

二
章

資

本

条

当
市
場

ノ
資
本
金

ヲ
金

一
万
円
也

ト
ス

条

当
市
場

ノ
出
資
金

ヲ

一
口
金

二
十
五
円

ト
シ
総

口
数

ヲ
四
百

ロ
ト
ス

条

当
市
場

ハ
出
資
証
券

ヲ

交
附

ス

其
証
券

ヲ

記
名
式

ト
シ

一

口
、
五

口
、
十

口
、

ノ
三
種
ト

ス

条

当
市
場

ノ
出
資
権

ヲ
譲
渡

セ
ソ
ト
ス
ル
片

ハ
理
事
長

ノ
承
認

ヲ
得
ベ

シ
但

シ
相
続

ノ
場
合

ハ
此
限
リ

ニ
ア
ラ
ズ

条

当
市
場

ノ
出
資
証
券

ヲ
紛
失
滅
失
又

ハ
致
損

シ
タ
ル
場
合

ハ
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其

旧
証
券

ヲ
添
附

シ
又

ハ
其

ノ
添
附

シ
能

ハ
サ

ル
理
由

ヲ
詳
記

シ
保

証
人
連

署
シ
再
交
附

ヲ
請

求

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此

場
合

二
於

テ

ハ
証
券

一
通

二
付

金
十
銭
手
数
料

ヲ
徴

ス
但

シ
譲
渡
相
続
等

ノ
為

メ
名
義
書
替

ヲ
求

ム
ル
場
合
亦

同

シ

第

十

一

条

当
市
場
出
資
金

ハ
其
払
込

ヲ
ニ
回
ト

シ
第

一
回

ハ
一
ロ

ニ
付

金
十

五
円

ト
シ
第

二
回

ノ
払
込
金
十
円

卜
其
時
期

ハ
理
事
会

二

於

テ
之

レ
ヲ
定

ム

第

十

二

条

出
資
金

ノ
払
込
金
額
及
ビ
期
日

ハ
十
四
日
前

二
出
資
者

二
通

知

ス

ル
モ
ノ
ト
ス

第

十

三

条

出
資
金
払
込

ヲ
怠

リ
タ
ル
者

ハ
其

ノ
持
分

一
ロ

ニ
付
金

二
銭

ノ
延
滞
利
子

ヲ
徴

シ
尚
払
込
期

日
ヲ
六
十

日
経
過

ス
ル
モ
払
込

ヲ
為
サ
ザ

ル
者

ハ
其

出
資
額

権
利

ヲ
失

フ

モ
ノ
ト
ス

第

三
章

役

員

第

十
四

条

当
市
場

二
左

ノ
役
員

ヲ
置

ク

理
事
長

一
名

副
理
事
長

一
名

理
事

七
名
以
内

監

事

三
名
以
内

前
項

ノ
外

理
事
会

二
於

テ
顧
問

ヲ
推
薦

ス
ル
コ
ヲ
得

第

十

五

条

理
事
長
、
副

理
事
長

ハ
理
事

ノ
互
撰

ト
シ
理
事
監
事

ハ
出
資

者
総
会

二
於

テ
十

口
以
上
ノ
出
資
者
中

ヨ
リ
選
挙

ス
但

シ
必
要

二
応

ジ
理
事

ノ
互
選
ヲ
以
テ
常
務

理
事

「
名
ヲ
選
任

ス

ル
コ
ト

ヲ
得

第

十

六

条

事
務
員
及

ビ
雇

員

ハ
理
事

長
之

レ
ヲ
任
免

シ
其
報
酬

ハ
理
事

会

二
於
テ
之

ヲ
定

ム

第

十

七

条

理
事
長

ハ
当
市

場
ヲ
統

理

シ
之

レ
ヲ
代
表

ス
副

理
事
長

ハ
理

事

長
ヲ
補

佐

シ
理
事

長
事

故
ア

ル
ト
キ

ハ
之

レ
ヲ
代

理

ス

理
事

ハ
理
事

長
及
副
理
事

長
ヲ
補

佐

シ
業
務

ヲ
掌

理

ス
監
事

ハ

本
市
場
事
業

ノ
状
況
並

二
会
計

一
切

ヲ
監
査

ス
事
務
員
及
雇
員

ハ
理
宙
亨
ノ
A
叩
二
遵

ヒ
士甲
惧勿
ノ
宙
亨
務

二
伴
K
宙
亨
ス

第

十
八

条

理
事
監
事

ノ
任
期

ヲ
満

四
箇
年

ト
ス
但

シ
満
期
再
選

ス
ル

コ

ト
ヲ
得
、
理
事
及
監
事

二
欠
員

ヲ
生

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
必
要

二
依

リ
補
欠
選
挙

ヲ
行

ヒ
是

ヲ
補
充

ス

補
欠
選
挙

二
於

テ
選
任

シ
タ

ル
理
事
及
監
事

ハ
前
任
者

ノ
任
期

ヲ
継

承

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

第

四
章

会

議

第

十
九

条

会
議

ヲ
分

チ
テ
定
期
出
資
者
総
会
臨
時
出
資
老
総
会
及
ビ
理

事
会

ト
シ
出
資
老
定
期
総
会

ハ
年

一
回
五
月
中
之

ヲ
開

ク
但

シ

監
事
又

ハ
出
資
者

五
分

ノ

一
以
上

ヨ
リ
会
議

ノ
目
的

ヲ
指
示
請

求

ア
ル
ト
キ

ハ
理
事
長
之

ヲ
召
集
開
会

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

会
議

召
集

二
関

シ
テ
十
日
前

二
之

ヲ
通
達

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
但

シ

急
施

ヲ
要

ス
ル
場
合
此
限

ニ
ア
ラ
ズ

第

二
十

条

各
ム
至
議
ノ
権
限
次

ノ
如

シ

一
、
出
資
者
総
会
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ホ ニ ハ ロ イ'ホ ニ ハ ロ イ
、 、 、 、 、 、 、 、

、
経
費
予
算
認
定
及
資
本
金

二
関

ス
ル
件

、
経
費
決
算
及
業
務
成
績
報
告
認
定

ノ
件

規
程
変
更
改
正

ノ
件

役
員
選
挙

ノ
件

其

ノ
他
重
要
事
件

理
事
会

経
費
予
算
編
成

ノ
件

予
箕
追

加
更

正

ノ
件

市

場
事
務

一
切

二
関

ス
ル
件

報
酬
旅

費
及
其
他
給
与

二
関

ス
ル
件

其
他
緊
急

事
項

二
関

ス
ル
件

第

二
十

一
条

会
議

ノ
決
議

ハ
出
資

口
数

ノ
過
半
数

ヲ
以
テ
之

ヲ
決

シ
可
否

同
数

ナ
ル
ト
キ

ハ
議
長
之

ヲ
決

ス
但

シ
解
散
又

ハ
規
定

変
更
改

正

二
関

ス
ル
件

ハ
出
資

口
数
及
出
資
者

三
分

ノ
ニ
以
上

ノ
同
意

ア
ル

ニ
非
グ

レ
バ
之

ヲ
決

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ス

第

二
十

二
条

会
議

ノ
議
長

ハ
理
事
長
之

二
当

リ
理
事
長
事
故

ア
ル
場
合

ハ

副

理
事
長
之

ヲ
代
理

ス
、

年
長

理
事
之

ヲ
代

理

ス

第

二
十
三
条

各

出
資
者

ノ
決
議

権

ハ

場
合
其
数

ヲ
含

ム

第

五
章

計

算

理
事
長
副
理
事
長
事
故

ア
ル
ト
キ

ハ

口

一
箇

ト

シ
代

理

ヲ
委

任

シ

タ

ル

第

二
十
四
条

当
市
場

ノ
事
業
年
度

ハ
毎
年

五
月

一
日

二
始

マ
リ

四
月

三
十

日

二
終

ル
事
業
決
算

ハ
毎
年
本
事
業
年
度
末

二
於

テ
之

ヲ
行

フ

第

二
十

五
条

剰
余
金
処
分

ノ
割
合

ハ
理
事
会

ノ
決
議

二
依

ル

一
、
出
資
者
割
賦
金

年
利
率

二
割
以
内

二
、
準
備
積

立
金

百
分

ノ
十
以
内

三
、
役
職
員
賞
与
金

百
分

ノ
十
以
内

第

二
十
六
条

当
市

場
ノ
解

散
ヲ
決
議

シ
タ

ル
場
合

ハ
理
事
其
精
算

人
ト
ナ

リ
負
債

ア

ル
場
合

ハ
之

ヲ
完
済

シ
尚

不
足
ヲ
生

ス

ル
場
合

ハ
出

資
額

ノ
範
囲

ヲ
以
テ
其

責

二
任

ス

第

二
十
七
条

本

則

二
明
文

ナ
キ
事

故

ハ
凡
テ
理
事
会

二
於

テ
定

ム
ル
所

二

依

ル

第

二
十
八
条

初
期

ノ
役
員

二
限
リ
創
立
委
員
会

二
於
テ
撰
任

ス
ル

コ
ト

ヲ

得
附

則

第

二
十
九
条

当
市
場

ノ
負
担

二
関

ス
ル
創
立
費
用

ハ
金

一
百
円
以
内
ト

ス

創
立
費

ハ
優
先

二
剰
余
金
中

ヨ
リ
支
弁

ス

矢
吹
繭
市
場
目
論
見
書

一
資
本
金

一
万
円
也

内
訳金

八
千

円
也

市
場
建
設
費
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金

二
千
円

也

収

入
之
部

}
収
入
金

四
千

六
十
円
也

内
訳金

三
千
六
百
円
也

金
四
百
円
也

金
六
十
円
也

支
出
之

部

一
支
出
金

四
千

六
十
円
也

内

訳金

三
百

六
十
円
也

金

五
百

四
十
円
也

金

二
百
円
也

金

二
百
円
也

金

二
百
円
也

金

二
百
円
也

金

一
百
円
也

金
四
百
円
也

金

一
.百
円
也

金

三
百
円

也

金

二
百
円
也

流

通

資
金

繭

参

万
貫
匁
、
貫

八
円
此
代
金

二
十
四
万
円

二

対

ス
ル
百
分

ノ

「
、

五

ノ
手
数
料

煙

草
収
納
所
賃
貸

料

雑
収

入

事
務
員
及
雇
員
二
人
三
ケ
月
分

一
ケ
月

一
人
金

六
十
円

人
夫
延
三
百
六
十
人

一
人

「
日
金

一
円
五
十
銭

印
刷
及
広
告
費

通
信
費

事
務
所
費

接
待
及
雑
費

慰
労
費

役
員
及
嘱
託
手
当

役
員
及
事
務
員
旅
費

創
立
費
償
却

積
立
金

金

一
千
円
也

金
三
百
六
十
円
也

大
正
十
三
年
九
月

創
立
委
員
長

創

立
委

員

同同同同同同同同同同同同同同同

配
当
金

(
年

一
割
)

后
後
繰
越
金

武

藤

一
策

仲

西

藤

作

藤

田

勝

次

矢

吹

喩

熊

田

了

説

佐
久
間

巌

石

井

鎌

車

田

源

蔵

入

江

新

六
郎

塩

田

平

助

佐
久
間
佐

一
郎

荒 森 大 根 芳

井 野 本 賀

堅

三

喜

助

健

治

宇

吉

平

爾

小

釧

定
三
郎

創
立
委

員

同同同同同同同同同同同同同同同同〔本
町

大

木

代

吉

仲

西

保

蔵

佐
久
間
茂
八
郎

渡

辺

均

仲

西

喜

一
郎

仲

西

正

雄

手

島

愛
五
郎

青

木

友

次

大

木

次
郎
吉

星

多

吉

三

村

正

吉

円

谷

庄

作

星

卯

吉

近
藤
吉
右
衛
門

海
老
沢

高

次

佐
久
間
伊
世
吉

星

清

明

熊
田
俊

一
家
文
書
〕
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一 ご 一 二 四
五 〇 五 五 五 五 五 ニ ー ニ ー 五 〇 〇 三 二

藤 平 神 菊 石 佐 渡 森 熊 仲 野 仲 熊 仲 仲 大
久

田 山 山 地 井 間 辺 田 西 木 西 田 西 西 木

忠 勇 熊 フ 吉 留 辰 保 了 正 喜 代
之 次 市

助 武 三 助 謙 ヂ 均 郎 吉 三 勇 蔵 説 雄 郎 吉

ニ ニ 五 二 三 二 三 〇 二 三 五 三 三 五 〇 五

伊 佐 佐 小 大 小 木 手 渡 佐 藤 会 長 青 鈴 関

鉾 舖 林 野 沼村 島辺 喬 田 田 尾木 木 根
喜健 久 熊 寅 俊 光
久 愛 久 保 吉 賢 辰 乙 百 永

三 次 治 五 太
次 郎 郎 次 平 造 郎 郎 八 衛 郎 重 巳 郎 松 寿

口

数

姓

名

口

数

姓

名

三
六
八

〔大
正

=
二
年
公
設
矢
吹
繭
市
場
出
資
者
名
簿
〕

(表
紙
)

「

公
矢
吹
繭
市
場
出
資
者
名
簿

設

一

第

一
回
払
込
出
資

↓
ロ

ニ
付

金
十
五
円

二

払
込
期
日
大
正
十

三
年
十

一
月
三
十
日
限

L

〔本
町

熊
田
俊

一
家
文
書
〕

___二 五一 二 一 一 二 一 二 ニ ニ ー 一 ニ ニ ー 五 ニ ー 一 一 三 三 四 〇 蔦 二 三

堀 理 入 大 野 室 大 矢 矢 海 伊 野 野 酒 佐 佐 大 近 大 長 仲 大 小 藤 揚 五

田崎鵬 耕 野吹吹熱 木耕 喬喬野藤森荒醐 野。轟
長

五 弥 新 金 芳 留 仁 ツ 高 庄 佐 佐 ナ 健 左 九 二 万 武 藤 由 ウ ー
郎 四 六 次 一 衛 一 太
治 郎 郎 郎 雄 作 平 ネ 喩 次 八 郎 豊 重 巌 ミ 治 門 郎 郎 世 夫 郎 蔵 メ ニ

o一 二 〇 〇 二 三 一 一 ニ ー 五 二 二 五 五 一 ゴ ー 一 二 〇-〇 五 二

武 高 芳 仲 藤 大星 藤 薄 小 川 会 笹 塩 車 円 藤 船 小 佐 青 大 上 菊 仲 佐
久藤 橋 賀

西 田 野 田 井 川 崎 田 川 田 田 谷 井 山 川 藤 木 木 田 地 西 間

一 五 吉 藤[多 玉 徳 チ 春 政 謹 平 源 政 茂 広 善 兼 友 次 正 長 三 幸

之 次 四 郎 之策 郎 知 作]
勇 吉 蔵 重 ヨ 野 助 郎 助 蔵 治 三 治 郎 吉 二 吉 治 雄 良 助
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三
六
九

〔西
白
河
郡
養
蚕
同
業
組
合
矢
吹
繭
市
場
倉
庫
貸
借
契
約
書
〕

倉
庫
貸
健
契
約
書

西
白
河
郡
矢
吹
町
大
字
矢
吹
字
東
側
九
十
番
地
所
在

;

蔵
瓦
葺
罰

藷

此
平
坪
二
±

坪

一
棟

此

一
ケ
年
貸
借
料
金

一
百

八
十
円
也

右
建
物
西
白
河
郡
養
蚕
同
業
組
合
矢
吹
繭
市
場
倉
庫

ト
シ
テ
左
記
条
件

ヲ
付

シ
貸
借
致
候
処
確
実
也
為
後

日
本
書

二
通
製

シ
各

一
通

ヲ
保
管

ス
ル
モ
ノ
也

一
倉
庫
使
用
期
間

ハ
矢
吹
繭
市
場

二
於

テ
倉
庫

ヲ
建
期
迄

ト
ス

ニ
倉
庫
修
繕
料

ハ
賃
貸
人

二
於

テ
之

ヲ
負
担

ス

大
正
十

三
年
十

二
月

一
日

西
白
河
郡
養
蚕
同
業
組
合

組

長

酒

井

百

人

西
白
河
郡
矢
吹

町
大
字
矢
吹
東
側
九
十
番
地

賃
貸
人

仲

西

保

蔵

〔本
町

熊
田
俊

一
家
文
書
〕

三
七
〇

〔大
正

一
四
年
繭
乾
燥
工
場
竣
工
届
〕

竣

工

届

大
正
十
四
年
三
月
十
八
日
福
島
県
指
令
保
第
五
八
一
一
号
西
白
河
郡
矢
吹
町

大
字
矢
吹
字
柳
堀
込
八
十
番
地
へ
繭
乾
燥
工
場
設
置
ノ
件
御
許
可
相
成
候
処

本
日
竣
工
致
候
間
御
検
査
相
成
度
此
段
及
御
届
候
也

大
正
十
四
年
三
月
二
十
日

福
島
県
知
事

香

坂

昌

康
殿

西
白
河
郡
養
蚕
同
業
組
合

組
合
長

酒

井

百

人

〔本
町

熊
田
俊

一
家
文
書
〕

三
七

一

〔
三
神
村
養
蚕
業

の
状
況
〕

四
副
業

副
業

ノ
沿
革
及
其
状
況

主

ナ
ル
副
業

ハ
養
蚕

養
鶏

蘭
蕩

煙
草
装
培

ナ
リ

養
蚕明

治

八
年
頃

ヨ
リ
夏
蚕

(
姫
蚕
)

ヲ
飼
育

ス
ル
ヲ
始

ト
シ
其

ノ
繭

ヨ
リ
自

家
用

ト
シ
テ
糸

ヲ
制

シ
テ
用

ユ

明
治

二
十
年
頃

三
城

目
丹
内
栄
作
氏
及
松
山
利
惣
治
氏
等
春
蚕

ヲ
飼
育

シ

爾
後
漸
次
普
及

シ
春
蚕

(金
蚕
)

ヲ
始

ム

尚
当
局
奨
励

ノ
結
果
外

国
貿
易

ノ
盛

ナ

ル
ニ
ツ

レ
生
糸
輸
出

ノ
大
宗

ト
ナ

ル

ニ
及

ビ
テ
益
々
普
及

シ
其
技
術

モ
向

上

ス
レ
ド

今

(昭
和

八
年
)

二
比

ス

レ
バ
違

蚕
率
W造

二
大
ナ
リ
キ

一
飼

育

品

種

小
石
丸

支
那
又

伊
達
錦
等

一
養

蚕
同
業
組
合

大

正
十

一
年
設
立

一
養

蚕
組
合
ヲ
設
置

シ

(
大
正
五
年
)
養

蚕
教
師

ヲ
招
聴

シ
テ
飼

育

ノ
指
導
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ヲ
受

ク
後
年

々
各
部
落

二
於
テ
適
宜
組
合
組
織

ヲ
ナ
シ
養
蚕
教
師

ヲ
招

キ

ハマ
こ

テ
指
導

ヲ
受

ク

按
燈
育
及
条
桑
育
等

ノ
特
殊
育

ヲ

モ
指
導

セ
ラ

ル

一
産
繭
取
引

ハ
従
来
石
数

ヲ
以

テ
ナ
セ
ド

モ
大
正

六
七
年

ヨ
リ
交

配
雑
種
普

及

ス
ル

ニ
及
ビ

テ
看
貫
取
引

ヲ
ナ

ス

昭
和

二
年
頃

ヨ
リ
会

社

ニ
ヨ
リ
正
量
取

リ
引

ヲ
始

ム

一
郡
養

蚕
同
業

組
合
三
神
支
部

支
部
長
村
長

(
円
谷
善

助
)
郡
代
議
員
藤
井
為
吉

昭
和
七
年
四
月
同
業
組
合
解
散

ト
ナ
ル
同
時

二
養
蚕
実
行
組
合
組
織

サ
ル

一
桑
園
改
植
実
行
組
合
昭
和

五
年

二
組
織

サ
レ
低
資
金

ヲ
交
付

交
付
金
額

一
反
歩

ニ
ッ
キ
三
十
円

養
蚕
実
行
組
合

昭
和

七
年

三
月

二
十
九

日
設

立
サ
レ
本
科
養
蚕
発
達
向

上
ヲ
図

リ
ツ

・
ア

リ其

ノ
組
織

並

二
事
業

三
城

目

会
長

猪

合

弥

兵
衛

中

野
目

〃

大

木

義

雄

明

新

円

谷

祐

助

〔三
神
小

「
郷
土
誌
」
抜
粋
〕

三
七

二

〔
中
畑
村
養
蚕
実
行
組
合
〕

養
蚕
実
行
組
合

大
製
糸
家
郡
是
片
倉

小

口
等
中
心

二
組
合
を
組
織

し
蚕

の
飼
育
法
繭

の
販
売

法
桑
園
改
良
等

一
定

ノ
規
約

の
下

に
活
動
を
続
く
組
合
数
本
村

一
、
原
宿
平

鉢
寺
内

一
、
大
畑

一
、
根
宿

三
、
松
倉

一
、
長
峯

一
な
り

〔中
畑
小

「
郷
土
誌
」
抜
粋
〕

三
七
三

〔三
神
村
蚕
業
生
産
調
〕

蚕
業
生
産
物
数
量

年

次

.昭
和

元
年

二
年

三
年

四
年

五
年

六
年

繭

春

夏
秋

〆

二
、九
七
〇

二
、九
四
〇

三
、
昊
六

六
、
七
三

二
、
八
〇
六

六
、九
九
三

〆

三
、
六
〇
〇

三
、
三
〇

二
、
三
九
〇

三
、
六
〇
六

二
、
互

九

三
、
四
五
〇

玉

繭

春

〆
二
九
七

西
七

三
瓦

一〇
七

六
四
〇

二
蓋

夏
秋

〆
三
六
〇

三
〇
〇

二
三
〇

一六
九

一一9
一西
六

其

他

春

〆西
九

八
二

七
五

六
四

一空
三

三

夏
秋

〆
二
〇
〇

一δ
〇

四
究

三
三
九

七
亘
O

E
三

〔
三
神
小

「
郷
土
誌
」
抜
粋
〕
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三
七
四

〔中
畑
村
蚕
業
生
産
調
〕

蚕
業
生
産
物
数
量

年

次

昭
和

七年
次

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

八
年
次

九
年
次

+
年
次

+
一年
次

+
二
年
次

+
三
年
次

+
四
年
次

査

年
次

+
六
年
次

+
七
年
次

+
八
年
次

+
九
年
次

繭

春
貫

三
、
二
〇
〇

三
、
七
八
二

五
、
六
四
八

四
、
O
O
六

三
、
二
七
六

三
、
E
O
八

霜

-

六
、
〇
三
〇

五
、
二
〇
八

夏

秋

『

会塁}歪
四 二 、
二 〇 九

円〆 茨

七

圭貫

『
六
免貫

 

六
、
八
六
〇

四
、
=
五

四
、
七
五
二

置
、
三

〇

六
、
七
〇
〇

四
、
一
δ

八
、
五
〇
六

玉

繭

春

夏

秋

其

他

春

夏

秋

八 二二 合 杢9圭 衰 穴貫

貫三
二

四
二

魏窪

　
三
九
〇
〆

四
二
九
円

=
七

二
八
八

三

〇

二
九
〇

三
一六

二
〇
二

耳
O
二

貫6
九

=
六

二
九
ヨ

≦三
〇

1

陣 貫
プく一

ニニ こニくニラ 　 へ

罫円〆量8貫

 

七六
三

生

糸
1貫

 

1ーiー

屑

物

嚢
斗
糸1貫

生
皮
苧1貫

 

1ーi

真

綿

屑

物

蚕

種

L貫

 

ーー

腿
1iiー1

1貫

 

1ーー1ーーー

○

〔中
畑
小

「郷
土
誌
」
抜
粋
〕
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三
七
五

〔矢
吹
町
蚕
業
生
産
調
〕
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〔矢
吹
小

「
郷
土
誌
」
抜
粋
〕

昭
和

大
正

明
治 年

四 三

年 年
二 去 志 主 土+
年 年 年 年 年 年

九 七 六 五 四 窩 竪年 年 年 年 年 年 年 里
年

度

『 『
五 五

「 「
八 八 八 九 三 一 二 ニ ニ ニ=二 一 一 一 春

茜 窟 天 天 竺 三 量… 呈一 　 き貫き 実 蓋 吾 晃 蓋　 - 言石一

夏 繭
妻 菖 署 金 天 合 奎 三石

『 『
一=一=r円 ニモ ニ…

秋四 四 七 七 ⊂)四(⊃ 五 一 一 一 一 一

究 究一 きi紮 登88i鑑 至… 芸 菖 翌 題 老 量一 柔石 一

春
(( 垂一至i…_塞 量∠き 孟 三 竪 き 三 三 扇石 玉

以 以
一 一 一 r

下 下
不 不
明 明 六 七 豊i四 八 五 1石

夏

))

萎 萎 莞 署 暑 韮 三 天;δ きil 1石

秋
繭
F

一 三

至 垂 聖1会 菖 碧1ξ 睾 窪i甕il 【石

春
其

夏
=1;天 九11 i石 一r

他
四 四 三 七 五 五 秋
里 景 奎888 曇li蓋6芸i【 1石一 一

生

llllll 11吾 死;ll
二
≡貫 糸

慰斗
屑

llllll 11酋 九 八ll 合貫 糸

生

Ill【li 【llll11

皮

1貫 苧
物

『

屑

llllll 「llil[1 1貫
物

真

llllll i五 δ δ 五ll 1貫1 綿

枢i並権並枢並 蚕
一=一=

果i程 異o一
天 宅1【11

三 一 二〇 二二〇 二=

「 菖 杏合合実R811 1枚
種

矢
吹
町
蚕
業
生
産
物
数
量
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三
七
六

〔明
治
三
〇
年
中
央
煙
草
合
資
会
社
登
記
広
告
〕

公

告

合
資
会
社
登
記
広
告

一
社

名

中
央
煙
草
合
資
会
社

一
会
社

ノ
目

的

刻
及
巻
煙
草
製
造

一
営

業

所

磐
城
国
西
白
河
郡
矢
吹
村

　マこ

大
字
大
和
久
字
大
内
和
二
十
八
番
地

一
会
社
資
本

額

金
二
千
円

一
各
社
員
氏
名
住
所
及
出
資
額
井
有
限
無
限
の
区
別

一
金
百
二
十
五
円

磐
城
国
西
白
河
郡
信
夫
村
大
字
下
新
城
字
若
内
六
十
一

番
地

有
限
責
任

大

竹

喜
代
蔵

一
金
百
二
十
五
円

同
所
字
和
久
百
四
十
七
番
地

同

大

竹

兵
治
郎

一
金
百
二
十
五
円

岩
代
国
岩
瀬
郡
須
賀
川
町
大
字
須
賀
川
字
西
四
丁
目
十

八
番
地

同

佐

藤

富

蔵

一
金
百
円

磐
城
西
白
河
郡
矢
吹
村
大
字
大
和
久
字
大
和
内
二
十
八

番
地

同

星

清

作

一
金
七
十
五
円

同
郡
信
夫
村
大
字
下
新
城
字
和
久
九
十
八
番
地

同

渡

辺

儀

七

一
金
五
十
円

同
所
字
野
寺
十
四
番
地

同

岡

崎

泰

助

一
金

五
十
円

一
金
五
十
円

一
金
五
十
円

一
金

五
十
円

一
金
五
十
円

一
金
五
十
円

一
金
五
十
円

一
金

五
十
円

一
金

五
十
円

一
金

五
十
円

一
金
五
十
円

同
所
字
和
久
百
四
十
番
地

同

大

竹

栄

吉

同
郡
矢
吹
村
大
字
大
和
久
字
大
和
内
百
四
十
九
番
地

同

星

留
之
助

同
所
六
十
二
番
地同

木

戸

正

助

同
所
三
十
二
番
地同

十
文
字

春

吉

同
所
十
一
番
地

同

星

野

義

助

同
郡
三
神
村
大
字
瀬
乗
字
花
ノ
里
二
十
三
番
地

同

坂

路

惣

蔵

同
郡
中
畑
村
大
字
中
畑
字
寺
内
百
六
十
七
番
地

同

蛭

田

倉
之
助

同
所
字
本
村
百
十
九
番
地

同

富

永

寅

十

同
郡
矢
吹
村
大
字
大
和
久
字
大
和
内
二
十
八
番
地

同

星

留

吉

同
郡
信
夫
村
大
字
上
新
城
字
屋
敷
四
番
地

同

鈴

木

茂

平

同
所
字
西
畑
二
十
三
番
地
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一
金

五
十
円

一
金

五
十
円

一
金
五
十
円

一
金

二
十
五
円

一
金

二
十
五
円

「
金

二
十

五
円

一
金

二
十
五
円

一
金

二
十
五
円

一
金

二
十
五
円

「
金

二
十

五
円

同

鈴

木

浜

吉

同
所
二
十
二
番
地同

鈴

木

猪
之
吉

同
郡
中
畑
村
大
字
中
畑
字
本
村
三
十
九
番
地

同

小

林

房

吉

同
村
大
字
松
倉
字
下
松
五
十
七
番
地

同

藤

田

兵
太
郎

同
郡
矢
吹
村
大
字
大
和
久
字
大
和
内
百
四
十
九
番
地

同

星

林

太

同
所
百
四
十
六
番
地

同

小

泉

辰

吉

同
所
七
十
三
番
地同

阿

部

良
之
助

岩
代
国
岩
瀬
郡
広
戸
村
大
字
柿
之
内
字
田
内
九
十
番
地

同

角
田
市
郎
右
衛
門

同
所
字
屋
敷
七
番
地

同

安

田

保
次
郎

磐
城
国
西
白
河
郡
矢
吹
村
大
字
大
和
久
字
大
和
内
字
二

十
四
番
地

同

阿

部

半
兵
衛

同
所
二
十
番
地

同

星

辰
三
郎

一
金

二
十

五
円

「
金

二
十

五
円

一
金

二
十

五
円

一
金
五
十
円

一
金

二
十

五
円

「
金

二
十

五
円

一
金

二
十

五
円

一
金

二
十
五
円

一
金

二
十
五
円

一
金

二
十

五
円

一
金

二
十
五
円

同
村
大
字
矢
吹
字
東
側
三
十
八
番
地

同

手

嶋

広
之
助

同
村
大
字
中
畑
新
田
字
東
浦
七
十
番
地

同

三

村

忠

助

同
村
大
字
矢
吹
字
東
宅
地
三
十
三
番
地

同

酒

井

茂

市

同
郡
信
夫
村
大
字
下
新
城
字
和
久
百
四
十
九
番
地

同

大

竹

治

郎

同
郡
中
畑
村
大
字
中
畑
字
本
村
百
二
十
番
地

同

岡

崎

長
次
郎

同
所
百
十
七
番
地

同

小

林

禺
之
助

同
所
字
原
宿
八
十
六
番
地

同

鈴

本

由

蔵

同
所
字
風
呂
向
百
五
番
地

同

鈴

木

嘉
久
蔵

同
所
字
平
鉢
八
十
三
番
地

同

吉

田

菊

蔵

同
所
字
根
宿
二
百
十
九
番
地

同

水

戸

勘
十
郎

同
所
字
根
宿
二
百
五
十
五
番
地
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一
金

二
+

五
円

一
金

二
十
五
円

一
金

二
十
五
円

一
金

二
十
五
円

一
金

二
十

五
円

一
金

二
十

五
円

一
金

二
+
五
円

一
金

二
十
五
円

一
金

二
十
五
円

一
業
務
担
当
社
員

同

後

藤

留

十

同
所
二
百
六
十
三
番
地

同

水

戸

仙
之
助

同
所
二
百
六
十
四
番
地

同

水

戸

捨

吉

同
所
字
原
宿
九
十
六
番
地

同

高

久

源
三
郎

同
村
大
字
松
倉
字
上
松
八
番
地

同

塩

田

惣
太
郎

同
村
大
字
中
畑
字
根
宿
二
百
四
十
八
番
地

同

佐

藤

安

吉

同
所
字
本
鉢
百
十
九
番
地

同

小

川

善

作

同
所
百
十
六
番
地同

吉

田

作

松

同
所
字
原
宿
八
十
八
番
地

同

関

根

平
三
郎

同
所
字
平
鉢
百
六
番
地

同

吉

田

弥

市

佐

藤

富

蔵

十
文
字

春

吉

富

永

寅

十

大

竹

喜
代
蔵

星

留
之
助

小

林

房

吉

148

↓
設

立

年

月

日

明
治

三
十
年
十

二
月
十

五
日

一
存

立

時

期

予
定

セ
ズ

一
登
記
済
年
月
日

明
治

三
十
年
十

二
月
十
五
日

一
登

記

簿

冊

合
資
会
社
登
記
簿
第

一
冊
第

二
号

右
公
告

ス

明
治

三
十
年
十

二
月
十

五
日

白
河
区
裁
判
所

矢
吹
出
張
所

〔本
町

熊
田
俊

一
家
文
書
〕

三
七
七

〔
三
神

村
煙
草
栽

培
に
つ
い
て
〕

煙
草明

治
四
十
五
年
神

田
藤
井
安
蔵
氏
始

メ
テ
松
川
葉

ノ
種

子
ヲ
専

売
局

ヨ
リ

配
布

ヲ
受

ケ
耕
作
栽
培

シ
爾
後
漸
次
普
及

シ
今
日

二
至

ル

賠
償
金
平
均

一
貫

ニ
ツ
キ
八
十
銭

現
在
大
蔵
省
所
属
専
売
制

ニ
シ
テ
専
売
局
指
導

ノ
下

二
栽
植
法
栽
植
面
積

等

モ
指
定
、
連
乾
、
幹
乾
等

ア
ル
モ
本
村

ハ
全
部
連
乾

ナ
リ

三
神
村
煙
草
耕
作
組
合

ハ
大
正

二
年
設
立
許
可

サ
レ
目
下
円
滑

ナ
ル
行
程

ヲ
辿
リ
ツ

・
ア
リ

許

可
人
数

八
十

名

許

可
反
別
昭
和

六
年
七
町

一
反

昭
和
七
年

六
町

六

反

歩
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統

計

一人当 一 収 納 耕 作 公 年
量 反

反
歩

金 量 反 人 示

当 種

目 歩 金 額 目 別 員 類 次
一

さ 松 昭
二
八 七
壱 セ
o-
oo
〆 ブ

栞
甕
円

六 ナ』
二 六
プミ 〆

九 四
二 〇
⊂)o

円 匁

妻
セ
〇 七
些 ニフ

川

葉

和

葦

松 昭

暮 川 和
セ
〇 八
⊂～o 葉 輩
フ 一

松 昭

春 川 和
セ
(⊃ 八
qo 葉 葦
フ

三
七
九

〔矢
吹
町
た
ば
こ
耕
作
事
績
〕

西
白

河
郡
矢

吹
町
た
ぽ

こ
耕
作
事

項

(
た
ぽ

こ
耕
作
開
始

以
来
)

煙
草
耕
作
組
合

各
部
落
毎

二
分
割

シ
耕
作

者

ヲ
以
テ
組
織

シ
耕
作
者

ノ
互
選

ニ
ヨ
リ
各
組

支

部

二
総
代

ヲ
置

ク

〔三
神
小

「
郷
土
誌
」
抜
粋
〕

三
七
八

〔
中
畑
村
煙
草
耕
作
組
合
〕

煙
草

耕
作

組
合

組
合

員
熱

心

二
改

良

二
勉

め
為
め
に
六
年
度

の
如
き
本
組
合
員
中

よ
り
管
内

に
て

の

一
等
賞
を
授
領

せ
し
者
あ

り

〔中
畑
小

「
郷
土
誌
」
抜
粋
〕

(
量
目
面
積
単
位
換
算

し
て
統

一
し
た
)

年

度

大
正

へ 七 六 五 四 三 ニ ー

人
員

人六
六
二

一一三一一=
西
六

八
三冗三

二

面
積八

三

四
盟

ご
、
二茜

一
、
九
四
六

一
、
=

置

五
六
四

一
〇
四

一
七
〇

量

目㎏
九
三六

五
、
O
二九

充
、
四
;

三
、
三
七
九

δ
、
四
茜

五
、
葛

九

一、
二
八

一、
九
二
八

代

金
円

三

七

一、
一
三

四
、八
一四

三
、
九
八
八

二
、
四
二
五

一、
四
九
九

四
八
三

一、
三
五
四

一
㎏

当

δ

ア

ー

ル
当

り

oooooooo

調 鶏 謡 量副

代

金

量
目

　
代
金

㎏=
三

=
三

奎=
〇

九
四

6
二

一〇
八

=
三

合 異 毛 量 言 三 量 董円

一
人
当

り

面
積

[
代
金

五 五 七 八 九 〇 七 四 σ

里 量 天;兀 三 天 三円

摘

要

松
川

〃〃〃〃〃〃〃

矢

吹

、

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

神

中
畑
合
せ
て

量
目

〆
で

〃〃〃〃〃〃〃

面
積

畝
歩

〃〃〃〃〃〃〃
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〔日
本
専
売
公
社
郡
山
地
方
局
調
〕

昭

二
〇 九 八

和一
七 六 五 四 冒 一 〇 九 八 七 六 葺 四 三 一 四 冒 一

一
〇 九

盟 四

覧

冒 一 雪 三 四 五 七 八 八 九 〇 九 九 七 ヨ 四 四
一

冒
六 一 一 六 九 七 六 八 六 一 九 九 ヨ 冒 四 コ 九 六 八 一 七 一

四 四 一 一 四 四 四 五 七 八 九 九 九 几 七 七 六=一 一 、
九一 ナ』 六 響 一 〇 五 七 冒 八 〇 八 一 七 八 七 五 七 六一 八 七 六 五 雪 八 〇 六 九 八 四 一 四 四 六 四 八 六 ナ』.

四 五 一 六 六 五 七 〇 一 六 六 ヒ 四 〇 湘 七 四 一 一 =冒 ナ』
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

へ 冒 〇 七=三 冒 九 ゴ 九 五 八 一 ゴ 〇 八 四 四 〇 一 一

九 五 四 一 四 一=〇 九 八 〇=-〇 四 八 冒 六 〇 一
三 〇 〇 四 八 冒OO言 七 七 四 六 九 八 九 五 四= 言o

一

八 六 六 ゴ 四E三 四 五 五 六 八 九 〇 七 七 六 三 一 {ゴ 六
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

冒o 冒 冒 四 一 六 冒 一 九 七 一=四 七 〇 六 六 〇 耳 八 冒
四== 冒 七 七 冒 九 〇 七 七 五 〇 〇 八 四=四 ハ 三 八 二匠二 八ゴo =智 九 ゴ 五 一 一 ヨ 六 六 六 一 一 五 八 〇 四 〇.

四 ooooo(⊃oo(⊃o(=⊃ooooo oo
■ ● ● ● ● ● ●oo● ● ● ●o・o● ・ ● ● ● ●

四 六 一 一 七 八 七 五 五 四 四 四 ヨ 七 七 七 八 八 八 七 王二 六
o=「 玉 冒OO四 六 八 四 冒 六 八 ヨ ニ 四 七 九 九

一 一
四 八 八 四 六 ゴ 四 四 八 八 八 四 四 一 一 八 八 九
王呈 八 八 六 九 二 七 七 七 〇 五 八 六 一 四 六 六 九 〇 一 五

一

=二 一
九 四 =四 〇 一 八 七 七 六 七 八 〇 〇 〇 九 九 九 七 六 六 八
八== 六 一 五 九 一 四 一 七 三 九 一 七 九 七 九 五 四 七 〇一

一 一 八 九 〇 〇 〇 〇 九 九 九 八 八 九 七 六 六 プ脳 九

一
冒 六 九 冒 四 八 七 七 七 七 八 八 九 八 七 八 六 四 冒 五 三二一 七 八 〇 五 一 一 四 一=三 一 九 胃 一 六 四 六 一 八 七 七一

〃 〃 不 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 不 〃 〃

明 明

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 量 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

目

㎏

に

〃 〃

〃 〃

な

る

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
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三
八
〇

〔
三
神
村
養
鶏

の
情

況
〕

養
鶏明

治

三
十

五
年
頃
関
根
亀
吉
氏
始

メ
テ
種
鶏
用

ト
シ
テ
白
色

レ
グ

ホ
ー

ソ

ヲ
郡
交
付

ニ
ヨ
リ
テ
飼
育

セ

ル

(
五
羽
)

ヲ
嗜
矢

ト

ス
後
大
正
十

四
年
船
橋

正
義
氏
棚
飼

ヲ

ナ
シ
産

卵
用

ト
ナ

ス
斯

ク

シ
テ
従
来

ヨ
リ
各

戸
共
放
飼

ヲ
ナ

シ
テ
其

ノ
産

卵

ヲ
自

家
用

ニ
ス
ル

ニ
過
ギ
ザ
リ

シ
ガ
大
正
十
四
年

三
城

目
丹

内

理

一
氏
柵

飼

ヲ
ナ

シ
幼
鶏

ヲ
名
古
屋

ヨ
リ
移

入
後
漸

次
副
業
的
養
鶏
業

ノ

発
展

ト
ナ
リ
現
今
全
村

二
於
テ
営
利
的
養
鶏
業

ト

ナ
ル

現

在

ハ
養

鶏
組
合

モ
組
織

セ
ル

・
二
至
リ
益

々
養
鶏

ガ
大
規
模

二
行

ハ
レ

ツ

・
ア
ル
有
様

ナ
リ

〔三
神
小

「
郷
土
誌
」
抜
粋
〕

三
八

一

〔明
治
四

二
年
度
鶏
売
買
者
控
〕

(表
紙
)

「

明
治

四
十

二
年
度

旧

二
月

三
日

庭

鳥

売

買

者

控

明
治

四
十

二
年
旧
七
月

二
十

三
日
鳥
市

一
号

シ
ャ
モ

カ
ソ
ヒ
ナ
男

金
十

六
銭

七
窪
鶏
盛
社

」

円

谷

岩

次

主

ト
リ

二
号

黒

二
歳

女

金

二
十

二
銭

同主
ト
リ

三
号

黒

色

シ
ャ
モ
ニ
歳

金

二
十
四
銭

同

人人

鈴

木

金
太
郎

四
号

桜
色
リ
ク

ヒ
ナ
男

金
十

三
銭

三
城
目

本

間

藤
次
郎

円

谷

岩

次

五
号

同
鳥

金
十

三
銭

同

人

吉

田

竹

蔵

七
口写

里
…
シ
ヨ
ビ

一
歳
牡

金
十

五
銭

仁
井

田
喜

一
郎

関

根

幸

四
郎

八
号

ア
ン
タ
ル
牡

金
十
四
銭

九
号

同
鳥

金
十
銭
五
厘

同

人

本

間

藤
次
郎

同

人

幸
四
郎

十
号

黒

シ
ヨ
ビ
牡

一
才

金
四
銭
五
厘

同

人

幸
四
郎

十

一
号

ア
ソ
ダ
ザ

シ

一
才
牡

金

八
銭

五
厘

同

人

幸
四
郎

十

二
号

黒

シ
ヨ
ヒ

一
才
牡

金
七
銭

同

人

堀

井

久

一
郎

十

三
号

白

シ

ヨ
ヒ
ニ
才
女

金

二
十

五
銭
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小

泉

盈

之
助

三
城
目

小

林

千
代
吉

十
四
号

カ

シ
ヨ
リ

ニ
才
牡

金

二
十
五
銭

坂

路

平

治

常

三
郎

十
五
号

ミ
ノ
ル
カ

一
才
牡

金

三
十
五
銭

同

人

小

泉

伊

助

十

六
号

ア
ン
ダ

ラ
ス
ガ
イ

金

六
十
五
銭

同

人

主

十
七
号

白

一
才
牡

金

四
十
銭

同

人

小

泉

伊

助

十

八
号

ミ
ノ
ル
カ

一
才

金
十
七
銭

泉

川

藤

吉

吉

田

末

吉

十

九
号

カ

ッ
色

一
才
牡

金

十
四
銭

泉

川

藤

吉

吉

田

秀
次
郎

二
十
号

白
陸

一
才
牡

金

二
十
六
銭

五
厘同

人

主

二
十

一
号

パ

フ

一
才
牡

金

二
十
八
銭
五
厘同

人

円

谷

貞

次

二
十

二
号

一
才
牡

金
三
十
七
銭

同

人

吉

田

末

吉

二
十
三
号

同
ト
リ

金
四
十
銭

同

人

吉

田

末

吉

二
十

四
号

カ

ッ
色

二
才
牡

金

二
十

五
銭

同

人

主

旧

八
月

三
日

二
十

五
号

白

シ

ヨ
ビ

一
才
牡

金
十

四
銭

五
厘

相

楽

金

四
郎

主

二
十

六
号

ミ
ノ
ル
カ
ニ
才
牡

金

六
十

二
銭

同

人

坂

路

平

次

二
十

七
号

力
色

一
才
牡

金

十
八
銭

同

人

小

泉
猶
右
衛
門

一
号

パ

フ

↓
才
牡

八
月
三
日

金
十
三
銭

佐
久
間

金

平

二
号

パ

フ

一
才
牡

金

二
十

六
銭

五
厘同

人

主

ト
リ

三
号

白
陸

一
才
牡

金
十
七
銭

泉

川

和
三
次

佐
久
間

金

平

四
号

ミ
ノ
ル
カ

一
才

金
十

三
銭
五
厘

同

人

円

谷

儀

且

五
号

パ

フ

↓
才
牡

金
十

四
銭

五
厘

同

人

円

谷

儀

勝

六
号

シ
ヲ
ビ

一
才
牡

金
十

四
銭

七
々
久
保

薄

葉

儀

蔵

七
号

ウ
タ

ン

一
才
牡

金
十
七
銭

818
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蛭

田

鈴

木

八
号

カ

シ
色

一
才

牡

金

二
十

二
銭
五
厘同円

谷

九
号

シ
ラ
ビ

ニ
才
牡

金

二
十
九
銭

五
厘薄

葉

一 午

次 治

儀

勝 人

 

貞

吉

幸
四
郎

十
号

ミ
ノ
ル
カ

一
才
牡

金

三
十

二
銭

坂

路

寅

次

円

谷

儀

勝

十

一
号

白
陸

一
才
牡

金

九
銭
五
厘

同

人

泉

川

和

三
郎

十

二
号

カ

シ
色

一
才
牡

金

二
十

三
銭

円

谷

貞

次

主
ト
リ

十

三
号

ア

ン
タ

ル
ニ
才
牡

金

二
十
九
銭

同

人

泉

川

藤

吉

十
四
号

カ

シ
色

二
才
牡

金

三
十
九
銭

菊

地

常

次
郎

泉

川

藤

吉

十
五
号

ミ
ノ
ル
カ

一
才
牡

金

三
十
銭

同

人

遠

藤

徳

次

十

六
号

カ
シ
色

二
才
牡

金

三
十

二
銭

同

人

薄

葉

儀

蔵

十
七
号

カ

シ
色

↓
才
牡

金
四
十

二
銭

同

人

円

谷

儀

勝

十

八
号

カ
シ
色

二
才
牡

金

三
十
銭

五
厘

相

楽

常

三
郎

鈴

木

春

吉

十
九
号

黒

二
才
牡

金

三
十
二
銭
五
厘吉

田
喜
左
衛
門

主
ト
リ

ニ
十
号

ア
ン
タ

ル
ニ
才
牡

金

二
十
五
銭

鈴

木

キ

ン

鈴

木

一

次

二
十

↓
号

黒

二
才
牡

金

二
十

四
銭

同

人

坂

路

喜

平

二
十
二
号

ハ
フ
ニ
才
牡

金

十
八
銭

同

人

吉

田

武

八

二
十
三
号

パ

フ
ニ
才
牡

金
二
十
八
銭

同

人

鈴

木

春

吉

二
十
四
号

黒

二
才
牡

金

二
十
七
銭

薄

葉

亀

吉

吉

田

武

八

二
十
五
号

ウ

タ

ン

一
才
牡

金

二
十
九
銭

星

源
三
郎

泉

川

藤

吉

二
十
六
号

パ

フ
ニ
才
牡

金
三
十

二
銭
五
厘同

人

春

日

善

太
郎

二
十
七
号

カ

シ
色

二
才
牡

金

三
十

五
銭

同

人

円

谷

儀

勝

二
十
八
号

黒
.ハ
フ
ニ
才
牡

金

二
十
六
銭
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同

人

薄

葉

儀

蔵

二
十
九
号

シ
ケ
ニ
才
牡

金
十
七
銭

五
厘

七

々
久
保

円

谷

貞

次

三
十
号

ア
ソ
タ
ル
ニ
才

金

二
十
九
銭
五
厘泉

川

藤

吉

吉

田
喜
左

衛
門

三
十

一
号

シ
ラ
ビ

ニ
才
牡

金

一二
十
六
銭

円

谷

貞

次

小

林

藤
四
郎

三
十

二
号

金
色

二
才
牡

金

二
十

一
銭
五
厘藤

井

加

平

円

谷

貞

次

三
十

三
号

ミ
ノ
ル
カ

「
才

牡

金
五
十
七
銭
五
厘泉

川

良

吉

主

ト
リ

三
十
四
号

ミ
ノ
ル
カ

一
才
牡

金

「
円
十
銭
五
厘同

人

円

谷

儀

勝

三
十
五
号

カ

シ
色

二
才
牡

金

三
十
銭

同

人

小

林

勝

衛

三
十
六
号

ア
ン
タ
ル

一
才
牡

金
十
七
銭

本

間

藤
次
郎

相

楽

金
四
郎

三
十
七
号

同
鳥

金
十
六
銭
五
厘

同

人

小

林

勝

衛

三
十
八
号

ミ
ノ
ル
カ

一
才
牡

金
十
六
銭

同

人

藤

井

加

平

三
十
九
号

ミ
ノ
ル
カ

一
才
牡

同

人

四
十
号

プ
リ

モ
ラ
ス

一
才
牡

金
十
七
銭

同

人

坂

路

喜

平

四
十

一
号

黒

シ
ラ
ビ

ニ
才
牡

金

二
十
四
銭

同

人

渡

辺

栄
次
郎

四
十

二
号

ミ
ノ
ル
カ

一
才
牡

金

二
十
九
銭

同

人

主

ト
リ

四
十

三
号

パ

フ

一
才
牡

金
十
四
銭
五
厘

同

人

吉

田

武

八

四
十
四
号

ア
ン
タ
ル

一
才
牡

金

二
十
銭

藤

井

加

平

小

林

勝

衛

四
十
五
号

利
益
金
四
十

一
銭
也

旧
八
月
八
日

1

黒

一
才
牡

金
五
銭
五
厘

関

根

幸
四
郎

主

2

同
鳥

金
五
銭

同主

3

力
色

シ
ヨ
ヒ

一
才
牡

金
十
五
銭

泉

川

長

吉

鈴

木

市

次

4

パ

フ
シ
ヨ
ビ

一
才
牡

金
十
銭

同

人

主

5

ミ
ノ
ル
カ

一
才
牡

820
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金
五
銭

同主

6

シ
ヤ

モ
ザ

シ
ニ
才
牡

金

二
十
七
銭

同笠

松

7

シ
ヤ

モ
ザ

シ
ニ
才
牡

金
四
十
銭

泉

川

人萢 人

 

長

吉

関

根

幸
四
郎

8

黒

シ
ヨ
ビ

ニ
才
牡

金

二
十
七
銭

同主

9

金
色
ザ

シ
ニ
才
牡

金

二
十

三
銭

同鈴

木

10

ミ
ノ
ル
カ

一
才
牡

金

五
銭

五
厘

人人

政

吉

七
々
久
保

笠

松

1ー

カ
色
陸

一
才
牡

金

四
銭

同

人

主

12

力
色
陸
サ

シ

一
才
牡

金

十
六
銭

大

木

幸

之
助

笠

松

13

力
色
陸
ザ

シ

一
才
牡

金
十
銭

大

木

幸
之
助

鈴

木

政

吉

14

力
色
陸

一
才
牡

金
十
七
銭

同

人

松

谷

甲
子
吉

15

力
色
陸

一
才
牡

金
十

二
銭

同

人

16

同
鳥

金

十
六
銭
五
厘

伊

藤

与

市

同鈴

木

17

ミ
ノ

ル
カ
ニ
才
牡

金
四
十
五
銭

同泉

川

市

次 人

 

人

藤

吉

18

ア
ン
ダ

ラ

一
才
牡

ス
ガ
イ

金
七
十
銭
五
厘

同

人

春

日

善

太
郎

19

力
色

シ
ヨ
ビ

ニ
才
牡

金

二
十
七
銭

相

楽

常

三
郎

主

20

白
陸
ザ

シ
ニ
才
牡

金

二
十

二
銭

同

人

主

2ー

パ

フ
シ
ヨ
ビ

ニ
才
牡

金

三
十

二
銭

関

根

治

作

鈴

木

政

吉

22

パ

フ
陸

二
才
牡

金
三
十
七
銭

同

人

笠

松

23

パ

フ
陸

二
才
牡

金

二
十
八
銭

同

人

笠

松

24

同
鳥

金

三
十
銭
五
厘

同

人

草

野

米

吉

25

力
色

シ
ヨ
ビ

一
才
牡

金
四
十
銭

白

坂

米

松

26

白
ブ

リ
モ

ス

才
ス

ガ

イ

泉

川

和

郎
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金

七
十

一
銭

大

木

卯

三
郎

円

谷

岩

蔵

27

ア
ン
ダ

ラ
ザ

シ

一
才
牡

金
十
六
銭

五
厘

同主

28

力
色

シ
ヨ
ビ

一
才
牡

金

二
十
五
銭

同主

29

ア

ン
ダ

ラ
ザ

シ

「
才
牡

金

十
五
銭

五
厘

人人

相

楽

金

四
郎

円

谷

岩

蔵

30

力
色
陸

二
才
牡

金

一二
十

六
旭鼓

同

人

円

谷

岩

蔵

3ー

カ
色
ザ

シ
ニ
才
牡

金

二
十
七
銭

泉

川

藤

吉

松

谷

甲
子
吉

32

ア

ン
ダ
ラ
ザ

シ

一
才
牡

金

二
十
銭

33

地
鳥

二
才
牡

金
十

八
銭

同

人

鈴

木

政

吉

同

人

円

谷

岩

次

34

力
色
陸
ザ

シ
ニ
才
牡

金
十

五
銭

五
厘

同

人

円

谷

貞

次

35

パ

フ
シ
ョ
ビ

↓
才
牡

金
四
十
七
銭

円

谷

作

蔵

円

谷

岩

三

36

星

ア
ン
ダ
ラ

ニ
才
牡

金
五
十

一
銭

同

人

泉

川

藤

吉

37

ア

ン
ダ

ラ
ニ
才
牡

金

四
十
銭

五
厘

円

谷

作

三

主

38

黒

シ

ヨ
ビ

ニ
才
牡

金

二
十

六
銭

五
厘坂

路

平

次

関

根

利

八

39

パ

フ
ザ

シ
シ
ヨ
ビ

ニ
才
牡

金

二
十
七
銭

同

人

円

谷

岩

次

40

黒

シ
ヨ
ビ

ニ
才
牡

金

二
十

一
銭

七
々
久
保

主

4ー

ミ

ノ
ル
カ

↓
才
牡

金

一二
十
六
銭

小

泉

伊

助

円

谷

岩

三

42

ミ
ノ
ル
カ

一
才
牡

金
十

一
銭

同鈴

木

43

黒

シ
ヨ
ビ

ニ
才
牡

金

三
十
銭

人

政

吉

薄

葉

清
太
郎

主

44

力
色
陸
ザ

シ
ニ
才
牡

金

二
十
五
銭

同

人

主

45

ア

ン
ダ

ラ
ザ
シ
ニ
才
牡

金

十
七
銭

鈴

木

市

次

主

46

力
色

一
才
牡

金

六
銭

七

々
久
保

泉

川

藤

吉

47

ア

ン
ダ

ラ
ザ

シ
ニ
才
牡
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金
十
九
銭

相

楽

常

三
郎

主

48

黒

シ
ヨ
ヒ
ニ
才
牡

金

二
十
銭

泉

川

長

次

此
益
金
四
十
五
銭
也

主

49

ミ

ノ

ル
カ

ザ

シ

一
才

牡

金

.

.卜

.二
銭

五
厘降

矢

才

之

助

白

坂

米

松

三
八

二

〔
明
治

一
七
年
茶
業
者
人
名
調
〕

西
白
河
郡
茶
業
人
名
調

茶
製
造
及
販
売
人

矢
吹
村

同同同同同同茶

販

売

者

同同

小会長石会佐
久
間

横

川

仲

西

手

島

今

井
〔沢
尻

関
根
寅
之
助
家
文
書
〕

林

繁

吉

田

嘉

助

尾

半
次
郎

井

皆

兄

田

惣
左
衛
門

半
次
郎

栄

二

力

蔵

広
之
助

八
十
八

茶
製
造
及
販
売
老

同同同同同同同同

中
畑
新
田
村

明
岡
村

中
畑
村

大
和
久
村

岡 岡 遠 円 小

崎 崎 藤 谷 針

重

雄

庄

三

七
兵
衛

長
次
郎

長
三
郎

小

針

七
左
衛
門

清

原

巨

学

五
十
嵐

勝

治

星

野

新

吾

(関
係
町
村
の
み
抜
粋
)

〔県
庁
文
書
明

17

「
茶
業
組
合

一
件
綴
」
抜
粋
〕

三
八
三

〔明
治

一
七
年

西
白

河
郡
茶
業
組
合
規
約
書
〕

第

↓
章

総

則

第

一

条

当
組
合

ハ
福
島

県
下
西
白

河
郡

茶
業
組
合

ト
称

ス

第

二

条

当
組
合

ノ
事
務

所

ハ
当
分
西
白

河
郡
白

河
町
字

一
番

町

二
十

四
番
地

二
設
置

ス

第

三

条

当
組
合

二
加
盟

ス
ル
者

ハ
本
郡

内

二
現
住

シ
テ
茶
業

二
従
事

・
ル
・
・
耀

渚
騒

扇
・
限
ル
ベ
・

第

四

条

組
合
員

ハ
廃
業

ス
ル
カ
又

ハ
組
合
外

二
移
転

ス
ル
ノ
外

決

シ

23

テ
組
合

ヲ
脱

ス
ル
ヲ
得

ス

8



第

五

第

六

第

二
章

目

的

条

当
組
合

ノ
目
的

ハ
茶
業
上

一
切

ノ
弊
風

ヲ
矯
正

シ
進
歩
改
良

ヲ
謀

ル
モ
ノ
ト

シ
左

ノ
事
項

ヲ
誓
約

ス

第

一
項

他
物
若
ク

ハ
悪
品
ヲ
混
清

シ
或

ハ
着

色
日
乾
等
総

テ
人
身

ノ

健
康

二
関

ス
ル
不
製
茶

及
正
業
者

ノ
妨
害

ト
ナ

ル
ヘ
キ
不
良

融余
ヲ
創
笹
廻
若
ク

ハ
士冗
四貝
セ
サ

ル
コ
ト

第

二
項

乾
燥
法
及
荷
造
方

ヲ
完

全

ニ
ス
ル

コ
ト

第

三
項

製
茶

ハ
荷
造

ノ
上

ハ
必
組
合

ノ
名
称
及
製
造
人
販
売
人

ノ
姓

名

ヲ
記
票

ス
ル

コ
ト

第

四
項

各
管
轄
庁

ノ
検
印

ア
ル
証
票
携

帯

セ
サ

ル
モ
ノ
ト
売
買

セ
サ

ル

コ
ト

但
自
用
者

二
売
渡

ハ
此
限

ニ
ア
ラ

ス

第

三
章

証

票

条

組
合
員

ハ
必
県
庁

ノ
検
印

ヲ
受

ケ
タ

ル
左

式

ノ
組
合
証
票
携

帯

ス

ヘ
シ

但

雇
人
ヲ
シ
テ
行
商

セ
シ

ム
ル
ト
キ

ハ
各

記
名
シ
タ

ル
証
票

(喉
鯉

裾
葦

)
・
携
帯
セ
シ
・
ル
・
…

第

七

第

八

第

九

第

十

第

十

一

第

十
二

第

十
三

第

十
四

第

十
五

条

組
合
証
票

ハ
廃
業
若

ク

ハ
他

ノ
組
合
区
内

へ
転
任

ス
ル
ト
キ

ハ
必
県
庁

ノ
消
印

ヲ
請

フ
モ
ノ
ト

ス

条

当
組
合

二
加
盟

シ
証
票

ヲ
請

ケ
タ

ル
モ
ノ

ハ
必
左
式

ノ
看
板

ヲ
製

シ
戸
外

二
掲
出

ス

ヘ
シ

第

四
章

委

員

条

当

組
合
中
委

員
十
名
ヲ
置

キ
其
委
員
中

ヨ
リ
委

員
長

一
名
ヲ

撰
抜

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

条

委
員
長

ノ
任
期

ハ
満

ニ
ケ
年

ト
シ
テ
満
期
再
撰

ス
ル
モ
妨

ナ

シ

条

委
員

ハ
組
合
中

ヨ
リ
互
撰

シ
テ
之

ヲ
定

メ
其

ノ
任
期

ハ
満

ニ

ケ
年

ト
シ
噂満
期
再
柵供
ス
ル
モ
妨

ナ
シ

但
初
期
満

一
ケ
年

ニ
シ
テ
其

ノ
半
数

ヲ
改
撰

ス
其
退
任
者

ハ

抽
籔

ヲ
以

テ
定

ム
ル
モ
ノ
ト
ス

条

委
員
長
及
委
員

ハ
任
期
内
ト
錐

モ
撰
挙
者
過
半
数

ノ
同
意

二

依
リ
改

選

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ヘ
シ

条

委
員
長
及
委
員
手
当

ハ
集
会
決
議

ニ
ヨ
リ
支
給

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

条

委
員
長

ハ
取
締

所

ノ
集
会

二
臨

席

シ
テ
意
見

ヲ
述

へ
又
常

二

組
合
事
務

所

二
在

勤
シ
テ
取
締

所
ト

ノ
逼

信
報
告

ヲ
掌

リ
兼

テ

委

員
ノ
事
務

ヲ
行

フ
モ
ノ
ト
ス

条

委
員

ハ
組
合
内
製
茶

ノ
高
及
売
買

ノ
数

量
金
高

共
臨
時
調
査
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ヲ
遂

ケ
統

計

ノ
材

料
ト
ナ

ス
ヘ
シ

第

十
六

条

委

員
長

ハ
組
合

人

ノ
姓

名
簿

ヲ
造

リ
事
務

所

二
備

へ
置

ク

ヘ

シ
但
代
換
リ
其

ノ
他
増
減

ア
ル
ト
キ
時

々
加
除
訂
正

ス
ル
モ
ノ

ト

ス

第

十
八

条

委
員
、

委
員
長

ノ
通
議

ニ
ヨ
リ
時

々
組
内

ヲ
巡
回

シ
テ
平
素

茶
業

二
注
目

シ
粗
製
濫
造

ノ
弊

ヲ
未
発

二
査
察
矯
正

ス

ヘ
シ

第

十
九

条

第
十
五
条
第
十
六
条

ノ
場
合

二
要

ス
ル
旅
費
日
当

ハ
集
会
議

決

ニ
ヨ
リ
支
給

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第

五
章

違

背

者

第

二
十

条

委
員

ハ
組
合
員

ノ
内
第

五
条
第

一
項

ノ
主
旨

二
背
戻

シ
タ
ル

ト
認

ム
ル
ト
キ

ハ
左

ノ
区
別

ニ
ヨ
リ
テ
取
扱

フ

ヘ
シ

一
、

人
身

ノ
健
康

ヲ
害

ス

ル
不
正
茶

ト
認

ム
ル
ト
キ

ハ
現

品
ヲ

預

リ
置

キ
始
末
書

ヲ
作

リ
見
本
若

干
ヲ
添
委
員
長

二
差
出

シ

委

員
長

ハ
之

ヲ
取
締

所

二
送
達

シ
テ
其

処
置

ヲ
求

ム

ル
モ
ノ

ト
ス

ニ
、

正
業

者

ノ
妨
害

ト
ナ

ル
ヘ
キ
不
良
茶

ト
認

ム
ル
ト
キ

ハ
現

品

ノ
売

買
ヲ
差

留
置
キ
前
項

ノ
手

続

ヲ
ナ

ス
モ
ノ
ト

ス

第

二
十

一
条

委
員

ハ
組
合
員

ノ
内
第
五
条
第

二
項
第

三
項
第
四
項

ノ
主
旨

二
背
戻

ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ

ハ
之

ヲ
委
員
長

二
報
告

シ
委

員
長

ハ
之

ヲ
取

締
所

二
通
報

シ
テ
其
処
置
ヲ
求

ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第

六
章

組
合
会
議

第

二
十

二
条

組
合
会

二
通
常
会
臨
時
会

ノ
ニ
種

ト
ス

第

二
十
三
条

通
常
会

二
毎
月

二
月
中

二
開
設

ス

第

二
十
四
条

臨
時
会

ハ
組
合
委
員

ノ
意

見
若

ク

ハ
組
合
員
過
半
数

ノ
同
意

二
依
リ
開
設

ス

第

二
十
五
条

会
議

ノ
日
数

ハ
通
常

会

ハ
ニ
日
間
臨
時

会

ハ
一
日
間

ト
予
定

ス
但
時
宜

ニ
ョ
リ
日
数

ヲ
伸
縮

ス
ル
事

ア
ル

ヘ
シ

第

二
十

六
条

凡

テ
会
議

ノ
日
限

ハ
前
以
テ
委
員
長

ヨ
リ
議
員

へ
通
知

ス
ル

モ
ノ
ト
ス

第

二
十
七
条

議
員

ハ
組
合
員
中

ヨ
リ
互
撰

シ
テ
之

ヲ
定

ム
其
任
期

ハ
満

ニ

ケ
年

ト
シ
満
期
再
撰

ス
ル
モ
妨

ナ
シ

但
初
期

ハ
満

「
ケ
年

ニ
シ
テ
其
半
数

ヲ
改
撰

シ
其
退
任

ノ
者

ハ
抽
籔

ヲ
以

テ
定

ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第

二
十

八
条

議
員

ノ
数

ハ
ニ
十
名

ヲ
以

テ
定
員

ト
ス

第

二
十
九
条

組
合
会
議
員
中

ヨ
リ
投
票

ヲ
以

テ
正
副
会
長
各

一
名

ヲ
撰
挙

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

但
書
記

ハ
会
長

ノ
撰

ム
所

二
任

ス

第

三
十

条

議
員

ハ
過
半
数

二
満

タ
サ

レ

ハ
開
会

ス
ル
事

ヲ
得

ス

第

三
十

一
条

ム
耳
議

ハ
並
日
通
ム
四
議

ノ
法

ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ト
ス

25

第

三
十
二
条

議
員

ノ
旅
費

日
当

ハ
会
議

ノ
決
議

ニ
ヨ
リ
相
当

ノ
金
額

ヲ
支

8



給

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第

三
十
三
条

凡

ソ
会
議

ノ
議
案

ハ
委
員
之

ヲ
発
付

ス

ヘ
シ

第

三
十
四
条

集
会

ハ
左

ノ
事
件

ヲ
議

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、

組
合
規
約
改
正

二
関

ス
ル
事

二
、

組
合
委
員

ノ
進

退

二
関

ス
ル
事

三
、
茶
業
上

一
切

ノ
利
害

二
関

ス
ル
事

四
、
組
合

二
係

ル
費

用

ノ
事

五
、
取

締
所

ノ
経
費

及
組
合

二
係

ル
費

用
微
収

ノ
方
法

第

三
十
五
条

議
会

ハ
委

員

ヨ
リ
前
年

ノ
事
務
顛

末

ノ
報
導

ヲ
受

ケ
且
各
費

用

ノ
決
算
報
告

ヲ
調
査

ス

ヘ
シ

第
七
章

雑

件

第

三
十
六
条

組
合
員

ハ
茶
業
製
造
高
及

ヒ
売
買

ノ
数
量
金
高
共
其
時

々
帳

簿

二
明
記

シ
置
キ
臨
時
委
員

ノ
調
査

ノ
用

二
供

ス

ヘ
シ

第

三
十
七
条

当
組
合

二
係

ル
費
用

ハ
組
合
員

ノ
協
議
費

ヲ
以

テ
支
弁

ス
ル

モ
ノ
ト
ス

第

三
十

八
条

此
規
約
書

ハ
県
庁

ノ
認
可

ヲ
経

テ
履
行

ス
ル
モ
ノ
ナ
レ

ハ
之

ヲ
改
正
増
補

ス
ル
ノ
モ
亦
県
庁

ノ
認
可

ヲ
受

ケ
ル
モ
ノ
ト

ス

西
白
河
郡
茶
業
組
合
員
名

(
関
係

町
村

二
属

ス
ル
者

ノ
ミ
抜
粋
)

矢

吹

村

石

井

皆

兄

同

長

尾

半
次
郎

同同同同同同中
畑
新
田
村

中

畑

村

同同

横会佐
久
間 川

栄

二

田

惣
左
衛
門

遠 小 今 小 会

藤 針 井 林 田

半
次
郎

嘉

助

繁

吉

八
十
吉

重

雄

七
兵
衛

小

針

七
左

衛
門

清

原

巨

学

〔県
庁
文
書
明
17

「茶
業
組
合

一
件
綴
」
抜
粋
〕

6

商

工

業

三
八
四

〔明
治
三
年
生
産
元
基
金
御
下
渡
願
〕

謹
而
奉
願
歎
願
候

私
儀
今
般
当
御
県
下
石
川
郡
矢
吹
村
大
沢
屋
鉄
五
郎
方

へ
逗
留
仕
逗
留
中

綿
商
道
ヲ
以
渡
世
仕
度
候

奉
願
上
次
二
生
産
元
基
金
御
下
渡
之
儀
を
も
奉
願
歎
候
始
終
ハ
村
若
松
表
斗

南
藩
御
布
告
之
旨
今
般

天
朝
よ
り
斗
南
藩
江
出
格
之
御
詮
義
ヲ
以
米
金
更
二
下
賜

一
人
格
五
両
ツ
・

826
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